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一
九
七
四
年
・
’
三
四
頁
）
の
以
下
の
叙
述
で
あ
る
。

「
大
阪
で
は
、
大
衆
運
動
と
し
て
よ
り
も
、
「
同
和
事
業
促
進
協

議
会
』
の
活
動
を
す
す
め
、
看
板
だ
け
を
『
大
阪
府
連
』
と
名
の
っ

て
、
全
国
的
な
部
落
解
放
連
動
に
加
わ
っ
て
い
こ
う
と
す
る
傾
向

が
、
一
九
五
一
年
ご
ろ
か
ら
つ
よ
く
な
っ
て
き
ま
す
。
ど
う
し
て
、

全
国
的
な
運
動
と
は
異
質
な
も
の
が
、
大
阪
で
つ
く
ら
れ
た
か
、
と

い
い
ま
す
と
、
一
つ
は
運
動
の
組
織
的
な
沈
滞
を
、
「
官
民
一
体
』
の

『
同
和
事
業
促
進
』
活
動
で
打
開
し
て
い
こ
う
と
す
る
改
良
主
義
的

な
発
想
、
わ
た
し
た
ち
の
運
動
用
語
で
い
え
ば
融
和
主
義
の
思
想
に

も
と
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
」

ま
た
同
じ
中
西
は
『
新
版
・
部
落
の
歴
史
と
解
放
運
動
』
（
部
落

問
題
研
究
所
編
二
九
六
五
年
）
の
中
で
も
、
戦
後
大
阪
の
解
放
運

動
が
「
停
滞
一
し
た
「
原
因
」
と
し
て
「
大
阪
の
運
動
が
部
落
解
放
同

盟
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
の
で
な
く
、
行
政
の
下
請
け
団
体
的
な
性

格
を
も
つ
同
和
事
業
促
進
協
議
会
に
よ
っ
て
す
す
め
ら
れ
た
か
ら
で

あ
る
。
部
落
解
放
運
動
の
活
動
家
が
同
促
協
の
主
体
と
な
っ
て
い
た

が
、
そ
の
団
体
の
性
格
に
と
じ
こ
め
ら
れ
、
同
和
予
算
と
実
施
は
同

促
協
、
差
別
事
件
は
部
落
解
放
同
盟
と
分
業
化
さ
れ
て
い
た
た
め
、

部
落
解
放
運
動
が
有
名
無
実
と
な
り
、
ど
ん
な
要
求
闘
争
が
く
ま
れ

て
も
融
和
主
義
の
枠
を
こ
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」

（
四
二
一
一
一
頁
）
と
書
い
て
い
る
。

そ
の
ど
ち
ら
に
も
共
通
し
て
い
る
観
点
は
、
全
国
の
運
動
か
ら
大

創
立
前
史
一
九
四
六
年
’
五
一
年
（
創
立
ま
で
）

第
一
期
一
九
五
一
年
’
五
七
年
（
創
立
総
会
以
後
）

第
二
期
一
九
五
七
年
’
六
一
年
（
第
六
回
総
会
以
後
）

第
三
期
一
九
六
一
年
’
六
六
年
（
第
一
○
回
総
会
以
後
）

第
四
期
一
九
六
六
年
’
七
一
年
（
第
一
五
回
総
会
以
後
）

第
五
期
一
九
七
一
年
’
七
六
年
（
第
二
○
回
総
会
以
後
）

な
お
、
部
落
解
放
同
盟
大
阪
府
連
合
会
の
第
二
○
回
大
会
（
一
九

七
二
年
）
で
は
戦
後
の
大
阪
の
解
放
運
動
を
、
以
下
の
よ
う
に
七
期

（
４
）
 

に
，
わ
け
て
総
括
し
て
い
る
。

第
一
期
一
九
四
六
年
’
五
一
年
Ⅱ
青
年
同
盟
、
解
放
委
員
会
の

活
動

第
二
期
一
九
五
一
年
’
五
七
年
Ⅱ
同
促
全
盛
期
、
環
境
改
善
事

業
中
心

第
三
期
一
九
五
七
年
’
六
○
年
Ⅱ
市
内
ブ
ロ
ッ
ク
大
闘
争
起
る

第
四
期
一
九
六
○
年
’
六
五
年
Ⅱ
大
行
進
の
と
り
く
み
を
通
じ

て
府
下
部
落
へ
大
衆
闘
争
広
が
る

節
五
期
一
九
六
五
年
’
六
九
年
Ⅱ
「
答
申
」
を
闘
い
の
武
器
と

し
て
運
動
の
飛
躍
的
発
展

第
六
期
一
九
六
九
年
’
七
二
年
Ⅱ
矢
田
教
育
差
別
事
件
を
契
機

と
す
る
日
共
Ⅱ
正
常
化
連
の
分
裂
策
動
と
の
闘
い
と

組
織
の
質
的
転
換
の
問
題
発
生

第
七
期
一
九
七
二
年
Ｉ
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仮
の
解
放
運
動
を
き
り
は
な
し
て
融
和
主
義
的
だ
と
き
め
つ
け
、
そ

の
原
因
を
府
同
促
協
に
よ
っ
て
大
阪
の
運
動
が
す
す
め
ら
れ
た
か
ら

だ
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
府
同
促
協
の
創
立
、
役
割
は

部
落
解
放
運
動
の
発
展
の
中
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
。

も
っ
と
も
、
府
同
促
協
を
〃
行
政
の
下
請
け
団
体
的
性
格
〃
〃
融

和
主
義
の
思
想
〃
と
み
る
の
は
、
か
つ
て
解
放
同
盟
の
全
国
大
会
に

りの責任ではなかった。（２）
お
い
て
も
み
ら
れ
た
見
解
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
中
西
義
雄
の
ひ
と

つ
ま
り
府
同
促
協
に
つ
い
て
の
評
価
、
そ
の
果
し
た
意
義
と
役
割

に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
解
放
運
動
の
内
部
に
お
い
て
も
明
ら
か
で
あ

っ
た
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

本
論
の
課
題
は
、
府
同
促
協
の
歩
み
を
概
観
す
る
な
か
で
大
阪
に

お
け
る
戦
後
の
部
落
解
放
運
動
の
発
展
に
は
た
し
た
そ
の
役
割
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
同
時
に
、
大
阪
の
解
放
運

動
の
特
徴
を
府
同
促
協
と
い
う
側
面
か
ら
明
ら
か
に
す
る
過
程
で
も

あ
る
。
大
阪
に
お
い
て
は
、
府
同
促
協
の
存
在
を
抜
い
て
解
放
運
動

を
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
に
、
府
同
促
協
は
大
き
な
重
み
を
も
っ
て
い

る
。
な
お
、
府
同
促
協
の
歩
み
、
業
績
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
『
府

同
促
協
史
』
の
記
述
を
参
照
し
た
。

と
こ
ろ
で
府
同
促
協
の
歴
囑
史
を
概
観
す
る
に
あ
た
っ
て
、
以
下
の

よ
う
な
時
代
区
分
に
従
う
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
は
『
府
同
促
協
史
』

（
３
）
 

の
時
代
区
分
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
時
代
区
分
は
、
ほ
ぼ
府
同
促
協
の
時
代
区
分
と
合
致
す
る
。

こ
こ
に
も
府
同
促
協
と
大
阪
の
解
放
運
動
と
の
深
い
結
び
つ
き
を
認
●
 

め
る
こ
と
が
で
き
ろ
。

注
（
１
）
こ
の
「
大
阪
府
同
和
事
業
促
進
協
議
会
史
」
は
、
こ
の
た
び
（
社
）

部
落
解
放
研
究
所
か
ら
「
大
阪
の
同
和
事
業
と
解
放
運
動
」
と

い
う
題
で
市
販
さ
れ
た
。
（
Ａ
五
判
、
四
九
八
頁
、
定
価
三
、

○
○
○
円
）

（
２
）
「
解
放
同
盟
の
組
織
は
弱
体
化
し
、
融
和
主
義
的
な
団
体
の
同

和
事
業
促
進
協
議
会
が
同
盟
に
と
っ
て
変
っ
た
。
」
（
二
九
六

○
年
度
一
般
運
動
方
針
（
案
と
「
解
放
新
聞
」
’
九
五
九
年
一

一
月
五
日
）

（
３
）
「
府
同
促
協
史
」
「
は
じ
め
に
」
を
参
照
の
こ
と
。

（
４
）
「
第
二
○
回
大
会
決
定
集
」
四
五
百
’
四
六
頁

〔
１
〕
府
同
促
協
の
創
立
前
後
の
事
情

⑩
府
同
促
協
の
構
成

府
同
促
協
は
一
九
五
一
（
昭
和
一
一
六
）
年
十
二
月
一
日
に
、
大
阪

市
内
の
大
国
小
学
校
で
創
立
総
会
を
ひ
ら
き
、
そ
の
歩
み
を
は
じ
め

（
１
）
 

た
。
当
日
は
会
則
、
事
業
計
画
、
予
算
な
ど
を
討
議
し
、
初
代
会
長

に
和
島
岩
吉
（
弁
護
士
）
、
副
会
長
に
は
西
尾
寿
三
北
河
内
郡
庭
窪

町
長
Ⅱ
当
時
）
、
顧
問
と
し
て
赤
間
文
三
（
大
阪
府
知
事
）
、
中
井
光

次
（
大
阪
市
長
）
、
栗
須
喜
一
郎
（
大
阪
市
会
議
員
）
な
ど
を
決
定
し

》
『■・『『し
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て
い
つ
つ
。

府
同
促
協
の
事
務
所
は
、
創
立
当
時
は
大
阪
府
民
生
部
社
会
課
内

に
お
か
れ
て
い
た
。
’
九
五
六
年
度
か
ら
は
厚
生
会
館
（
現
在
の
Ｎ

（
３
）
 

Ｈ
Ｋ
放
送
会
館
の
近
く
に
←
の
っ
た
旧
連
隊
跡
地
）
に
う
つ
り
、
そ
の

後
五
八
年
に
国
鉄
桃
谷
駅
近
く
に
同
和
会
館
が
完
成
す
る
と
そ
こ
に

移
転
す
る
。

創
立
当
時
の
府
同
促
協
の
会
則
を
み
る
と
、
「
第
一
章
・
総
則
」

の
第
三
条
に
は
、
「
本
会
は
大
阪
府
下
に
於
け
る
同
和
事
業
を
促
進

し
関
係
地
区
の
生
活
安
定
、
生
活
改
善
、
そ
の
他
文
化
の
向
上
を
図

る
を
以
て
目
的
と
す
る
」
と
あ
る
。
ま
た
「
第
二
章
・
事
業
」
の
第

四
条
に
は
、
「
本
会
は
、
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
左
の
事
業

を
行
う
」
と
し
て
、

一
、
同
和
事
業
の
企
画
立
案
に
関
す
る
事
項

二
、
関
係
当
局
の
諮
問
に
応
じ
ま
た
は
意
見
具
申
要
請
に
関
す
る

事
項

三
、
そ
の
他
同
和
問
題
の
解
決
及
び
同
和
事
業
の
促
進
に
必
要
な

事
項

（
４
）
 

の
一
二
項
目
を
か
か
げ
て
い
る
。

「
第
三
章
・
組
織
及
び
会
員
」
に
よ
れ
ば
、
府
同
促
協
は
「
単
位

部
落
代
表
」
と
「
同
和
関
係
市
町
村
長
」
に
よ
っ
て
構
成
し
、
そ
の

他
に
「
本
会
の
趣
旨
に
賛
同
し
協
力
支
援
す
る
者
を
理
事
会
の
推
薦

（
５
）
 

に
よ
り
賛
助
会
員
と
す
う
Ｃ
」
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
て
い
ろ
。

田
正
直
（
塀
）
ら
が
理
事
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
解
放
委
員
会
こ
そ
が
真
に
部
落
解
放
運
動
を
に
な

い
、
そ
の
完
全
解
放
へ
の
路
線
を
闘
い
う
る
唯
一
の
組
織
で
あ
っ
た

こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
社
会
的
に
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
高
く
評
価
さ
れ
て
よ
い
。

今
日
、
府
同
促
協
の
理
事
・
協
議
員
に
多
く
部
落
解
放
同
盟
の
幹

部
・
役
員
が
選
ば
れ
て
い
る
の
も
、
解
放
同
盟
が
部
落
解
放
運
動
を

に
な
う
唯
一
の
組
織
と
し
て
社
会
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示

す
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
で
は
な
い
。

・
中
西
義
雄
は
こ
の
点
を
と
り
あ
げ
て
、
府
同
促
協
は
「
朝
田
一
派

の
『
府
連
』
と
は
表
裏
一
体
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な

（
８
）
 

い
」
‘
こ
非
難
し
て
い
る
。
だ
が
府
同
促
協
が
大
阪
の
解
放
運
動
と
た

え
ず
「
表
裏
一
体
」
で
あ
っ
た
の
は
む
し
ろ
誇
る
べ
き
伝
統
で
あ
っ

て
、
批
判
、
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。

②
生
活
擁
護
闘
争
の
発
展
を
背
景
に

府
同
促
協
創
立
の
直
接
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
同
年
八
月
に
北
摂

山
荘
で
催
さ
れ
た
大
阪
府
主
催
の
第
一
回
同
和
地
区
中
堅
青
年
指
導

者
養
成
講
習
会
で
あ
っ
た
。
当
日
、
座
長
を
つ
と
め
た
寺
本
に
よ
れ

ば
、
中
野
次
夫
、
卒
田
正
直
な
ど
と
あ
ら
か
じ
め
打
合
せ
の
う
え
，

大
阪
の
解
放
運
動
の
新
し
い
方
向
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
講
習
会
に

の
ぞ
ん
だ
と
い
う
。
こ
の
講
習
会
で
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
話
し
合

わ
れ
、
な
に
を
め
ざ
し
て
府
同
促
協
の
創
立
を
は
か
っ
て
い
っ
た
の

創
立
当
時
の
役
員
名
を
み
る
と
、
理
事
は
一
人
を
除
い
て
部
落
代

表
で
占
め
、
顧
問
・
参
与
に
は
市
町
村
長
や
賛
助
会
員
（
大
阪
府
議

員
・
府
民
生
部
長
・
教
育
長
・
各
地
方
事
務
所
長
、
大
阪
市
民
生
局
長
、

大
学
関
係
者
な
ど
）
の
顔
ぶ
れ
が
な
ら
ん
で
い
る
。
当
時
に
お
い
て

（
６
）
 

部
落
問
題
に
か
か
わ
り
〉
の
る
関
係
者
が
数
多
く
集
ま
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
い
う
「
単
位
部
落
代
表
」
と
は
「
決
し
て
部

落
解
放
同
盟
の
代
表
者
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
地
区

代
表
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
あ
る
政
党
は
、
部
落
解
放
同
盟
が

『
府
同
促
協
」
を
牛
耳
っ
て
い
る
と
い
っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
こ
れ

は
ま
っ
た
く
『
府
同
促
協
」
の
歴
史
と
内
容
を
知
ら
ぬ
人
々
に
し
か

（
７
）
 

通
用
し
な
い
こ
と
」
だ
と
寺
本
知
（
現
府
同
促
協
会
長
）
が
の
べ
て

い
る
の
は
全
く
正
当
で
あ
る
。

府
同
促
協
の
「
単
位
部
落
代
表
」
に
な
る
に
は
解
放
一
委
員
会
（
現

在
で
あ
れ
ば
部
落
解
放
同
盟
）
の
支
部
員
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

す
る
規
定
は
規
約
の
ど
こ
に
も
な
い
。
事
実
、
解
放
委
員
会
の
支
部

組
織
が
ま
だ
確
立
し
て
い
な
い
地
区
か
ら
も
「
単
位
部
落
代
表
」
は

選
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
同
時
に
、
こ
の
「
部
落
代
表
」
に
は
事
実
上
は
解
放
委
員
会
の

主
要
な
活
動
家
が
選
ば
れ
て
い
た
。

た
と
え
ば
大
阪
市
内
の
各
部
落
か
ら
は
石
田
秀
一
（
浪
速
）
、
松
田

喜
一
（
西
成
）
、
石
田
正
治
（
西
成
）
ら
が
、
ま
た
府
下
か
ら
は
蒄

本
知
（
豊
中
）
、
木
下
喜
代
治
（
水
本
）
、
中
野
次
夫
（
向
野
）
、
卒

か
。
そ
の
後
の
関
係
者
の
証
言
か
ら
ひ
ろ
っ
て
み
た
い
。

；
各
氏
が
共
通
し
て
ふ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
こ
ろ
部
落
解
放
運

動
は
全
国
的
に
転
換
期
に
さ
し
か
か
っ
て
お
り
、
行
政
闘
争
と
い
う

新
し
い
形
態
を
各
地
で
模
索
し
て
い
る
時
代
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
、
そ
の
大
阪
に
お
け
る
現
わ
れ
が
府
同
促
協
の
創
立
で
あ
っ
た
点

で
あ
る
．
当
日
、
講
師
を
つ
と
め
た
盛
田
嘉
徳
（
大
阪
教
育
大
学
教

授
）
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
ち
ょ
う
ど
、
行
政
闘
争
に
よ
る
保
障
の
獲
得
運
動
が
、
京
都
で

は
オ
ー
ル
ロ
マ
ン
ス
事
件
を
き
っ
か
け
に
起
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
は

京
都
の
色
々
な
具
体
的
な
背
景
や
事
情
か
ら
起
っ
た
わ
け
で
、
京
都

と
し
て
の
特
色
が
あ
り
ま
す
。

大
阪
で
は
、
い
さ
さ
か
事
情
や
、
内
容
を
異
に
し
な
が
ら
も
、
や

は
り
行
政
闘
争
を
幅
広
く
展
開
し
よ
う
と
し
て
、
二
十
六
年
十
一
一
月

一
口
に
同
和
事
業
促
進
協
議
会
を
結
成
し
、
｜
面
で
は
話
し
合
い
を

し
、
他
面
で
は
闘
う
と
い
う
二
本
だ
て
の
形
態
（
同
促
と
府
連
）
を

（
９
）
 

と
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
」

｜
差
別
行
政
反
対
闘
争
は
一
九
五
一
年
一
○
月
の
部
落
解
放
委
員
会

第
七
回
全
国
大
会
で
提
起
さ
れ
、
オ
ー
ル
ロ
マ
ン
ス
闘
争
、
西
川
県

議
差
別
糾
弾
闘
争
、
吉
和
中
差
別
事
件
な
ど
の
経
験
を
通
じ
て
そ
の

理
論
も
深
め
ら
れ
て
い
く
。

」
こ
れ
よ
り
先
、
国
策
樹
立
請
願
運
動
が
松
本
不
当
追
放
取
消
し
の

闘
い
の
な
か
で
提
起
ざ
れ
詞
解
放
委
員
会
は
一
九
五
○
年
三
月
に



は
、
こ
の
闘
い
の
な
か
で
も
金
を
借
る
こ
と
だ
け
に
力
点
を
お
く
の

で
は
な
く
、
生
業
資
金
の
獲
得
を
テ
コ
に
し
て
そ
の
要
求
も
引
き
出

し
、
部
落
大
衆
の
生
活
の
向
上
を
自
覚
的
に
目
ざ
す
こ
と
に
こ
そ
運

動
の
重
点
を
お
い
て
い
た
。
二
部
の
活
動
家
達
は
、
ア
ジ
プ
ロ
の
み

を
も
っ
て
そ
の
全
活
動
と
考
え
て
い
る
為
か
、
地
道
な
生
活
を
守
る

闘
い
を
軽
視
し
て
い
る
為
か
、
こ
の
生
業
資
金
に
つ
い
て
も
、
借
り

史
ら
れ
る
だ
け
借
り
て
、
借
り
倒
し
た
ら
、
そ
れ
だ
け
敵
階
級
を
弱
め

（
狸
）

瓢
る
事
に
な
る
。
と
い
う
見
解
で
行
動
を
進
め
た
」
。
し
か
し
こ
》
つ
し

運
た
方
向
に
つ
い
て
、
松
田
や
解
放
委
員
会
は
運
動
を
発
展
さ
せ
る
こ

鮒
と
に
は
な
ら
な
い
と
強
く
批
判
し
て
い
た
。

繩
大
阪
府
の
同
和
予
算
は
一
九
四
七
年
度
か
ら
減
少
し
て
、
五
○
年

の
度
に
は
一
九
一
万
円
ま
で
お
ち
こ
ん
で
い
る
。
五
一
年
度
一
一
一
一
一
五
万

淑
円
へ
と
わ
ず
か
に
増
加
し
た
と
は
い
う
も
の
の
、
環
境
改
善
事
業
に

鉈
限
っ
て
い
え
ば
四
七
年
度
以
来
一
七
○
万
円
前
後
の
域
を
出
ず
、
逆

臓
に
件
数
だ
け
は
七
件
か
ら
一
五
件
へ
と
倍
に
ふ
え
て
い
る
た
め
に
か

雌
え
っ
て
事
業
の
規
模
は
縮
小
し
、
抜
本
的
な
対
策
が
な
さ
れ
て
い
な

（
巧
）

業
か
つ
た
。

事和
こ
う
し
た
状
態
を
克
服
し
、
同
和
事
業
を
真
に
部
落
解
放
の
目
的

胴
に
そ
っ
て
実
施
さ
せ
て
い
く
必
要
が
ど
う
し
て
も
出
て
き
た
の
で
あ

版
る
。
同
和
事
業
を
運
動
側
が
民
主
的
に
管
理
す
る
と
い
う
思
想
は
決
し

９
 

辺
て
戦
後
の
、
ま
し
て
府
同
促
協
の
発
見
や
発
明
で
は
な
い
。
す
で
に
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（
、
）

「
部
落
解
放
国
策
樹
立
要
請
書
」
を
国
会
に
提
出
し
て
い
ろ
。
１
も
つ

と
も
、
こ
の
両
闘
争
は
有
機
的
に
結
合
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
な
か

（
ｕ
）
 

っ
た
よ
う
だ
が
、
松
本
治
一
郎
の
追
放
解
除
（
一
九
五
一
年
八
口
何
）

を
一
つ
の
転
機
と
し
て
、
そ
の
後
の
部
落
解
放
運
動
は
市
町
村
、
都

府
県
、
そ
し
て
国
に
む
け
て
生
活
擁
護
闘
争
を
闘
う
課
題
を
中
心
に

す
え
て
い
く
。

大
阪
府
が
戦
後
は
じ
め
て
同
和
予
算
を
計
上
し
た
の
は
一
九
四
七

年
度
の
こ
と
だ
が
、
府
連
あ
る
い
は
府
下
の
諸
団
体
か
ら
陳
情
・
請

願
が
あ
い
つ
ぐ
の
は
、
部
落
解
放
大
阪
青
年
同
盟
を
中
心
と
し
た
力

で
一
九
四
八
年
に
府
会
内
に
「
大
阪
府
部
落
問
題
協
議
会
」
を
設
置

さ
せ
た
以
降
で
あ
っ
た
。
こ
の
前
後
に
出
さ
れ
た
申
請
・
請
願
を
列

（
辺
）

挙
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
（
カ
ッ
コ
｛
円
は
申
請
者
）
。

①
一
九
四
八
年
八
月
一
○
日
「
同
和
事
業
作
業
場
設
置
願
」

（
北
大
阪
皮
革
品
修
理
更
生
組
合
）

②
’
九
四
八
年
九
月
一
三
日
「
部
落
問
題
に
関
す
る
意
見
書
」

（
解
放
委
大
阪
府
連
合
会
）

③
一
九
四
九
年
一
二
月
一
一
日
「
要
求
書
」

（
大
阪
府
連
・
向
野
支
部
）

④
一
九
五
一
年
六
月
一
八
日
「
要
請
書
」

（
大
阪
府
連
委
員
長
・
栗
須
喜
一
郎
）

ま
た
大
阪
で
は
、
一
九
四
九
年
’
五
○
年
の
露
店
営
業
禁
止
反
対

闘
争
や
一
九
五
一
年
の
西
浜
を
中
心
と
す
る
生
業
資
金
獲
得
闘
争
、

全
国
水
平
社
は
、
融
和
事
業
完
成
十
カ
年
計
画
を
批
判
す
る
な
か

で
、
そ
の
反
動
的
な
意
図
を
暴
露
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
差
別

迫
害
に
よ
っ
て
突
落
さ
れ
た
部
落
を
改
良
す
る
一
切
の
経
費
を
部
落

大
衆
自
身
の
手
に
渡
せ
、
全
額
国
庫
負
担
に
よ
っ
て
部
落
大
衆
の
生

活
と
部
落
の
状
態
を
完
全
に
賠
償
せ
よ
の
原
則
的
主
張
」
を
対
置
し

（
超
）

て
い
た
。
そ
し
て
具
体
的
に
は
、
「
改
姜
巨
費
の
分
配
や
一
父
付
の
全
権

を
部
落
代
表
者
会
議
に
一
任
せ
よ
」
と
、
直
接
に
全
国
水
平
社
に
よ

る
の
で
は
な
く
て
「
部
落
代
表
者
会
議
」
と
い
う
第
三
者
の
機
関
に

（
灯
）

よ
る
民
主
的
管
理
を
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
’
九
四
六
年
二
月
に
結
成
さ
れ
た
全
国
委
員
会
の
「
行
動

綱
領
」
の
第
一
一
項
に
は
、
「
部
落
厚
生
施
設
の
徹
底
的
実
施
と
そ
の

事
業
施
設
の
部
落
解
放
全
国
委
員
会
に
よ
る
管
理
」
と
い
う
、
い
わ

ば
運
動
団
体
に
よ
る
自
主
管
理
の
要
求
さ
え
か
か
げ
て
い
た
こ
と
は

（
迫
）

特
筆
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

中
西
に
よ
れ
ば
、
窓
口
｜
本
化
に
共
産
党
は
弓
戦
術
的
』
に
も

（
⑲
）
 

『
原
則
的
』
に
も
反
対
」
で
あ
る
と
い
う
。
だ
が
こ
の
点
を
彼
壱
ら
が
強

調
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
彼
ら
は
解
放
運
動
の
、
そ
し
て
全
国
水
平
社

の
歴
史
と
伝
統
か
ら
ま
す
ま
す
遠
ざ
か
っ
て
い
く
。

彼
ら
は
、
「
窓
口
一
本
化
」
は
ど
の
よ
う
な
形
、
ど
の
よ
う
な
団

体
で
あ
れ
行
政
の
私
物
化
を
ま
ね
く
と
い
い
、
「
公
正
・
平
等
」
な

同
和
行
政
は
す
べ
て
の
住
民
の
要
求
に
も
と
づ
い
て
行
わ
れ
な
け
れ

（
釦
）

ば
な
壷
ｂ
な
い
と
い
う
形
式
論
理
を
も
ち
出
し
て
く
る
。

一
九
四
九
年
．
五
一
年
の
第
一
次
・
第
二
次
西
成
経
済
更
生
会
の
活

動
な
ど
の
生
活
擁
護
闘
争
が
た
た
か
わ
れ
、
戦
後
の
第
一
の
大
き
な

ヤ
マ
を
な
し
て
い
た
。

こ
う
し
た
一
連
の
生
活
擁
護
闘
争
で
盛
り
あ
が
り
を
み
せ
て
い
た

大
阪
の
運
動
を
背
景
に
闘
争
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
目
的
で
府
同
促

協
の
創
立
が
考
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
「
差
別
は
行
政
の
責
任
で
あ
る

…
…
…
大
阪
府
の
同
和
事
業
を
も
っ
と
促
進
す
べ
き
で
あ
る
。
府
の

同
和
予
算
を
増
額
せ
よ
…
：
．
…
そ
の
た
め
に
部
落
の
人
々
も
関
係
市

町
村
も
力
を
あ
わ
せ
て
や
ろ
う
…
…
…
そ
の
具
体
化
の
た
め
恒
常
的

（
週
）

な
連
絡
協
議
機
関
を
つ
く
ろ
う
…
…
：
．
。
」
と
い
う
発
言
か
ら
も
う
か

が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

③
同
和
事
業
の
民
主
的
管
理
の
実
施

た
だ
し
こ
の
場
合
、
運
動
を
発
展
さ
せ
る
と
い
っ
て
も
、
い
わ
ゆ

る
戦
闘
的
な
方
針
に
よ
っ
て
運
動
を
引
き
回
そ
う
と
い
う
こ
と
で
は

な
か
っ
た
。
そ
う
で
は
な
く
、
同
和
事
業
の
内
実
を
運
動
側
の
イ
ニ

シ
ア
チ
ブ
で
握
り
、
部
落
の
完
全
解
放
と
い
う
目
的
に
そ
っ
て
実
施

さ
せ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
成
果
を
で
き
る
だ
け
広
く
（
当
面
は
部

落
解
放
の
思
想
を
自
覚
し
て
い
な
い
層
に
も
）
波
及
し
、
そ
の
過
程

で
部
落
解
放
の
自
覚
を
う
な
が
し
立
ち
あ
が
ら
せ
て
い
く
、
い
わ
ば

そ
の
ハ
ズ
ミ
車
と
し
て
の
役
割
を
府
同
促
協
に
担
わ
せ
た
こ
と
は
特

徴
的
で
あ
る
。

’
九
五
一
年
に
西
成
で
生
業
資
金
闘
争
を
指
導
し
た
松
田
喜
一
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ま
た
中
西
が
、
府
同
促
協
の
創
立
に
つ
い
て
「
府
当
局
は
、
部
落

解
放
運
動
が
行
政
に
む
か
っ
て
攻
め
こ
ん
で
く
る
の
で
は
な
く
、
運

動
と
行
政
が
一
つ
に
な
っ
て
や
れ
れ
ば
、
こ
れ
に
こ
し
た
こ
と
が
な

（
皿
）

い
と
い
う
方
針
で
あ
っ
た
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
根
本
的
に
疑
問

が
あ
る
。

大
阪
府
の
当
時
の
同
和
行
政
は
「
ね
む
っ
て
い
る
子
を
起
す
（
な
）

と
い
う
ギ
マ
ン
と
責
任
の
が
れ
の
見
解
を
固
執
す
る
こ
と
に
よ
り
一

（
犯
）

般
行
政
の
中
で
や
る
と
い
う
大
嘘
を
一
一
一
戸
っ
て
い
」
た
の
で
あ
り
、
運

動
を
融
和
的
に
懐
柔
す
る
ほ
ど
の
積
極
的
な
姿
勢
さ
え
も
っ
て
い
な

い
。事
実
ぶ
大
阪
府
会
の
本
会
議
や
各
委
員
会
に
お
い
て
し
ば
し
ば
指

摘
さ
れ
て
い
た
の
は
同
和
行
政
に
た
い
す
る
府
の
消
極
的
な
姿
勢
で

（
淫
）

あ
り
、
当
時
の
府
の
姿
勢
を
中
西
の
ご
と
く
一
員
く
評
価
す
る
の
は
思

い
す
ご
し
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
ち
ょ
う
ど
「
同
対
審
」
答
申
を
解
放
運
動
の
闘
い
の

成
果
と
み
る
こ
と
が
で
き
ず
に
政
府
・
自
民
党
の
意
図
ば
か
り
に
注

意
を
向
け
た
と
同
様
な
、
府
同
促
協
の
創
立
を
大
阪
に
お
け
る
解
放

運
動
の
発
展
の
中
で
生
み
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
い
誤
り
の
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。

府
同
促
協
の
創
立
に
つ
い
て
、
寺
本
知
は
「
こ
れ
は
あ
く
ま
で
解

放
運
動
の
一
環
と
し
て
の
行
政
闘
争
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
Ｐ
そ
し

て
、
行
政
促
進
の
た
め
の
具
体
策
と
し
て
、
恒
常
的
な
連
絡
機
関
を

(1947年度～1976年度 (単位千円）表１大阪府同和対策関係最終予算年度別一覧表
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鰯
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5２ 

5３ 

－
１
Ⅱ
 

２
２
’
２
２
二
２
’
２
Ｚ
２
Ｌ
２
泌
泌
幻
弱
的
訂
訂
ね
卯
肥

一
耐
二
四
一
》
。
Ⅲ
Ｄ
Ⅱ
一
一
【
で
一
『
己
』
》
一
一
〉
〃
且
○
一
」
「
｝
）
’
一
【
皿
一
】
こ
》
一
・
口
□
○
・
一

、
噸
瓢
勁
即
麹
血
麺
加
配
卸

120-000 

７００ 

９８８ 

９８８ 

６－４１８ 

Ｈ 
Ｌ－ 150.000 

３
４
１
超
、
蝿
、
琢
一
卸
血
蠅

ま
た
盛
田
は
、
「
我
々
の
日
常
生
活
闘
争
を
ど
の
よ
う
に
、
効
果

的
に
展
開
す
べ
き
か
」
が
議
論
と
な
り
、
「
闘
う
べ
き
時
は
、
勿
論
、

決
起
し
て
闘
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
行
政
に
保
障
さ
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
わ
け
だ
か
ら
、
話
し
合
い
の
中
で
行
政
に
理
解
、
納
得
さ
せ

て
い
け
る
限
り
は
、
話
し
合
っ
て
保
障
さ
せ
て
行
こ
う
。
こ
れ
も
閏

（
顕
）

い
方
の
一
つ
だ
。
」
と
い
う
意
見
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
要
』
口
あ
た

り
が
、
当
時
の
活
動
家
の
思
い
を
正
当
に
伝
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

凶
組
織
の
力
量
に
つ
い
て

た
が
、
同
和
事
業
の
民
主
的
管
理
を
め
ざ
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
｝
解

放
委
員
会
の
も
と
で
直
接
に
管
理
Ｐ
運
営
を
行
う
方
法
（
ち
ょ
う
ど

解
放
委
員
会
の
創
立
当
時
に
そ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
た
よ
う
に
）

も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
府
同
促
協
と
い
う
第
三
の
機

関
を
創
立
し
、
※
こ
れ
を
窓
口
と
す
る
に
い
た
っ
た
背
景
に
は
当
時
の

大
阪
の
解
放
運
動
が
か
か
え
て
い
た
歴
史
的
な
事
情
を
見
な
げ
一
れ
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

当
時
、
大
阪
市
の
職
員
で
あ
っ
た
中
谷
淑
昌
は
次
の
よ
う
に
府
同

促
協
の
創
立
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
。

《
「
行
政
機
関
に
も
同
和
問
題
一
取
上
げ
の
兆
が
伺
え
る
よ
う
に
な
る

と
へ
在
来
部
落
解
放
委
員
会
大
阪
府
連
と
し
て
も
行
政
を
地
区
姻
実

つ
く
ろ
う
と
い
う
こ
と
か
ら
、
協
議
会
へ
の
設
立
準
備
委
員
会
が
数

（
型
）

名
選
出
さ
れ
た
。
」
と
の
べ
て
い
る
。
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２
７
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態
の
上
に
の
せ
て
い
く
た
め
に
は
、
同
委
員
会
の
現
況
で
は
行
政
と

応
対
す
る
姿
勢
が
と
れ
な
い
…
…
…
」
。
そ
こ
で
、
府
連
と
は
別
個
に

（
記
）

府
同
促
協
の
創
立
が
必
要
に
な
っ
た
と
い
う
。

当
時
の
解
放
運
動
は
、
大
阪
に
限
ら
ず
必
ず
し
も
各
地
区
に
強
固

な
支
部
を
組
織
し
、
強
い
基
盤
を
も
っ
て
い
た
わ
け
で
な
く
、
同
志

的
な
グ
ル
ー
プ
の
結
合
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
弱
体
で

あ
っ
た
。
事
実
こ
の
時
点
ま
で
、
大
阪
府
連
の
名
称
は
あ
り
な
が
ら

も
府
連
大
会
を
ひ
ら
く
だ
け
の
組
織
力
を
も
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。

当
然
、
府
下
各
地
の
差
別
の
実
態
や
要
求
を
具
体
的
に
把
握
で
き
て

い
た
と
は
い
い
が
た
い
。

そ
し
て
、
当
時
の
解
放
運
動
の
力
量
か
ら
、
｜
定
の
妥
協
の
産
物

と
し
て
府
同
促
協
と
い
う
協
議
機
関
を
設
け
、
こ
こ
で
大
阪
府
と
同

和
事
業
に
つ
い
て
協
議
し
な
が
ら
執
行
す
る
と
い
う
体
制
を
つ
く
り

だ
し
た
。
大
阪
府
連
と
し
て
は
、
大
衆
的
な
決
起
に
よ
っ
て
行
政
と

交
渉
を
も
っ
て
そ
の
要
求
を
の
ま
せ
て
い
く
だ
け
で
な
く
、
そ
の
確

認
さ
せ
た
事
業
を
執
行
す
る
段
階
に
お
い
て
も
府
同
促
協
を
舞
台
に

し
て
そ
の
事
業
の
内
実
を
闘
っ
て
い
く
と
い
う
路
線
を
と
っ
た
の
で

あ
る
。一
九
五
三
年
度
の
府
連
大
会
の
活
動
方
針
書
が
「
大
阪
府
連
に
於

い
て
も
自
己
の
主
体
的
条
件
と
力
関
係
を
考
慮
し
て
一
昨
年
先
づ
大

阪
府
同
和
事
業
促
進
協
議
会
を
結
成
せ
し
め
た
。
之
は
従
来
の
融
和

団
体
化
を
図
ろ
も
の
で
な
く
、
そ
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ー
プ
は
解
放
委
が

府
会
民
生
常
任
委
員
が
名
を
連
ね
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
は
、

日
本
共
産
党
の
当
時
の
府
会
議
員
で
あ
っ
た
三
谷
秀
治
の
名
前

も
あ
る
。

（
７
）
寺
本
知
「
部
落
解
放
に
つ
な
が
る
同
和
行
政
推
進
を
め
ざ
し

て
」
（
府
同
促
協
「
創
立
二
五
周
年
記
念
式
典
」
二
’
一
一
頁
）

（
８
）
中
西
義
雄
「
部
落
解
放
へ
の
新
し
い
流
れ
」
（
部
落
問
題
研
究

所
、
’
九
七
七
年
）
五
九
頁

（
９
）
盛
田
嘉
穂
「
戦
後
大
阪
の
解
放
運
動
史
」
（
「
部
落
解
放
」
第
三

四
号
・
第
一
一
一
回
部
落
解
放
夏
期
講
座
報
告
書
、
’
九
七
二
年
一

一
一
月
）
二
○
頁

（
、
）
「
部
落
問
題
』
第
一
四
号
二
九
五
○
年
四
月
）

（
ｕ
）
東
上
高
志
が
「
松
本
追
放
反
対
闘
争
は
こ
の
様
に
盛
り
あ
が
っ

た
生
活
擁
護
闘
争
の
な
か
で
こ
そ
闘
わ
れ
る
べ
き
」
で
あ
っ
た

と
総
括
し
て
い
る
の
は
、
今
日
の
狭
山
闘
争
と
措
置
法
・
地
名

総
鑑
の
闘
い
を
総
括
す
る
う
え
に
も
意
義
が
あ
る
（
「
戦
後
部
落

解
放
運
動
略
史
・
そ
の
二
」
「
部
落
」
第
五
二
号
、
’
九
五
四

年
四
月
、
二
八
頁
）
。

（
⑫
）
②
は
「
府
同
促
協
史
」
、
①
③
は
「
大
阪
市
同
和
事
業
誌
円
」
、

④
は
同
目
四
四
八
頁
。

（
⑬
）
寺
本
知
「
創
立
二
五
周
年
記
念
に
あ
た
っ
て
」
（
府
同
促
協
「
創

立
二
五
周
年
記
念
式
典
』
）
。
同
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
は
西
尾
寿
一

の
発
案
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
当
日
の
各
氏
の

発
言
を
西
尾
が
総
括
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
の
捕
足
を
寺
本
か

ら
得
た
の
で
、
こ
こ
に
付
記
す
る
。

勺
－
４
．
０
ｉ
０
１
日
Ｐ
０
．
９
１
７
０
１
４

●
９
コ
。
Ⅱ
●
■
，
■
〃

握
り
、
解
放
委
の
方
針
に
よ
っ
て
運
動
の
一
部
で
あ
る
行
政
闘
争
の

（
”
）
 

場
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
の
べ
て
い
る
の
は
、
こ
う
し

た
事
情
を
さ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

注
（
１
）
北
河
内
昌
夫
「
大
阪
市
同
和
事
業
誌
（
｜
）
」
（
「
大
阪
の
同
和

問
題
」
一
九
六
一
年
一
○
月
一
五
日
）
で
は
創
立
総
会
は
大
手

前
会
館
で
開
か
れ
た
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
「
府
同

促
協
史
」
お
よ
び
寺
本
知
「
大
阪
の
行
政
闘
争
と
府
同
促
に
つ

い
て
」
（
「
部
落
解
放
」
第
四
八
号
、
一
九
七
三
年
一
二
月
）
に

し
た
が
っ
た
。
ま
た
、
創
立
年
月
日
に
つ
い
て
、
部
落
解
放
同

盟
中
央
本
部
編
「
部
落
解
放
運
動
五
○
年
史
年
表
（
草
稿
）
」

で
は
一
九
五
一
年
二
月
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
訂
正
し

て
お
き
た
い
。

（
２
）
「
府
同
促
協
史
」
資
料
編
の
「
役
員
一
覧
表
」
（
三
七
七
頁
）

に
は
「
昭
和
二
十
六
年
度
お
よ
び
昭
和
二
十
七
年
度
」
と
し
て

現
資
料
の
な
か
で
最
も
古
い
と
思
わ
れ
る
一
覧
表
を
示
し
て
い

る
。
し
か
し
（
註
）
に
も
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
が
創

立
当
初
の
も
の
か
昭
和
二
七
年
度
の
も
の
か
は
確
認
さ
れ
て
い

な
い
。
読
者
の
御
教
示
を
お
願
い
し
た
い
。

（
３
）
二
九
五
六
年
度
定
例
総
会
（
第
五
回
）
報
告
並
に
議
案
書
」

の
う
ち
「
第
三
号
議
案
・
規
約
の
改
正
に
つ
い
て
」
（
一
一
一
頁
）

（
４
）
「
府
同
促
協
史
』
三
八
一
一
一
頁

（
５
）
同
右
一
一
一
八
一
一
一
頁

（
６
）
同
右
三
七
七
頁
。
ち
な
み
に
、
創
立
当
時
の
参
与
と
し
て
大
阪

／■、／■、

２２２１ 
、－〆、-／

（
辺
）

／■、／■、／■、

２０１９１８ 
、-'、.'辿.〆

／＝、グー、

１６１５ 
、-〆、-グ

〆■、

１７ 
ミーノ

「
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
・
西
浜
」
（
「
部
落
」
第
五
六
号
、
一
九
五

四
年
九
月
）
三
四
頁

「
府
同
促
協
史
」
五
四
’
五
五
頁
（
表
⑥
）

「
融
和
事
業
完
成
十
ケ
年
計
画
の
批
判
」
（
「
水
平
新
聞
」
’

九
三
五
年
九
月
五
日
）

二
切
の
要
求
は
政
府
へ
．
要
求
は
キ
ッ
ト
徹
ろ
」
「
水
平
新

聞
』
’
九
三
六
年
一
一
月
五
日
）

「
府
同
促
協
史
」
四
四
一
頁

中
西
義
雄
「
部
落
解
放
運
動
の
歴
史
と
理
論
」
四
二
八
頁

中
西
は
、
全
国
水
平
社
の
「
部
落
委
員
会
活
動
に
就
い
て
」

（
’
九
三
四
年
）
か
ら
、
「
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

は
、
決
し
て
全
国
水
平
社
に
加
入
し
た
者
、
ま
た
、
全
国
水
平

社
に
好
意
を
持
っ
て
い
る
も
の
だ
け
に
か
ぎ
ら
ず
、
あ
く
ま
で

全
部
落
大
衆
の
世
話
役
と
し
て
活
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ

う
で
な
い
と
か
え
っ
て
大
衆
の
反
感
を
買
う
よ
う
に
な
り
、
全

国
水
平
社
と
部
落
大
衆
と
を
切
り
離
す
結
果
に
な
る
か
ら
で
あ

る
」
の
部
分
を
引
用
し
て
い
る
（
「
部
落
解
放
へ
の
新
し
い
流

れ
」
五
一
頁
）
。
ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
だ
が
問
題
の
核

心
は
、
そ
の
こ
と
と
同
和
事
業
の
民
主
的
管
理
の
思
想
は
矛
盾

し
な
い
こ
と
、
全
国
水
平
社
は
そ
の
両
者
を
統
一
し
て
理
解
し

て
い
た
こ
と
、
中
西
に
お
い
て
は
対
立
し
矛
盾
し
た
も
の
と
と

ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
に
あ
る
。

中
西
義
雄
「
部
落
解
放
運
動
の
歴
史
と
理
論
」
’
’
一
一
六
頁
【

「
部
落
解
放
委
員
会
大
阪
府
連
大
会
議
案
書
」
（
一
九
五
二
年
）
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（
２
）
 

今
ざ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
常
に
組
織
的
な
弱
さ
に
な
や
ん
で
い
た
」

大
阪
の
解
放
運
動
を
「
組
織
的
に
も
財
政
的
に
も
テ
コ
入
れ
す
る
目

的
を
も
っ
て
」
府
同
促
協
を
創
立
し
た
の
だ
と
、
そ
の
後
の
第
六
回

（
３
）
 

の
府
連
大
会
で
４
℃
の
べ
ら
れ
Ⅶ
て
い
る
。

府
同
促
協
が
創
立
と
と
も
に
手
が
け
た
の
は
、
府
下
の
名
地
区
の

実
態
調
査
と
対
大
阪
府
の
請
願
運
動
の
展
開
で
あ
っ
た
。

ま
ず
一
九
五
二
年
一
○
月
か
ら
一
一
月
に
か
け
て
全
理
事
・
が
手
わ

け
を
し
て
府
下
各
地
の
実
態
調
査
を
行
い
、
こ
の
成
果
を
ま
と
め
て

一
一
月
一
三
日
づ
け
で
大
阪
府
に
請
願
書
を
提
出
し
た
Ｃ
こ
の
と
き

実
態
調
査
に
入
っ
た
地
区
は
堺
、
貝
塚
品
川
泉
佐
野
市
、
南
中
通
村
、

鳴
滝
村
、
淡
輪
村
、
多
奈
川
町
、
矢
田
村
、
布
忍
村
、
埴
生
村
、
道

明
寺
町
、
富
田
林
市
、
八
尾
西
郡
、
大
阪
市
内
十
二
地
区
、
西
能
勢

村
へ
。
歌
垣
村
、
東
郷
村
へ
豊
中
市
、
池
田
市
、
東
能
勢
村
、
」
吹
田

（
４
）
 

市
、
茨
木
市
、
一
邑
田
町
、
豊
川
村
で
あ
っ
た
。

府
同
促
協
と
大
今
阪
府
連
は
、
そ
の
後
一
九
五
三
年
一
一
月
と
五
五
年

八
月
に
そ
れ
ぞ
れ
請
願
運
動
完
遂
大
会
を
ひ
ら
き
、
府
同
促
協
は
五

四
年
一
○
月
、
五
五
年
八
月
に
も
大
阪
府
（
ま
た
は
府
会
議
長
）
あ

（
５
）
 

て
に
要
請
書
・
請
願
雲
已
を
提
出
し
て
い
る
ｐ

こ
の
う
ち
一
九
五
一
一
年
の
請
願
書
は
府
下
三
一
一
一
地
区
に
つ
い
て
差

別
の
実
態
と
緊
急
の
要
求
項
目
を
具
体
的
に
提
示
し
て
い
る
。
こ
れ

を
項
目
ご
と
に
整
理
す
る
と
（
表
２
）
の
よ
う
に
な
る
が
、
環
境
改

善
、
な
か
で
も
住
宅
の
新
ら
改
築
、
上
下
水
道
の
整
備
が
圧
倒
的
に

〔
２
〕
府
同
促
協
の
果
し
た
役
割
’
第
一
期

⑩
解
放
運
動
へ
の
テ
コ
入
れ

府
同
促
協
が
そ
の
創
立
第
一
期
に
お
い
て
は
た
し
た
歴
史
的
な
役

／■、／￣、／■、／￣、

２７２６２５２４ 
、-ノ、￣、=／Ｎ＝

（
羽
）
「
こ
れ
ら
の
事
業
対
象
は
〈
そ
の
環
境
の
改
善
で
あ
り
、
厚
生

福
利
事
業
で
あ
り
ま
す
、
と
こ
ろ
が
こ
の
事
業
に
対
す
る
き
わ

め
て
本
府
の
理
事
者
の
熱
意
と
い
う
も
の
が
疑
わ
れ
る
わ
け
で

あ
り
ま
す
、
担
当
委
員
が
モ
デ
ル
地
区
の
設
定
を
陳
情
い
た
し

ま
し
た
と
こ
ろ
が
、
国
の
予
算
の
補
助
の
裏
付
け
が
な
い
か
ら

本
府
と
し
て
は
や
れ
な
い
の
だ
と
い
う
理
由
で
、
こ
れ
を
聞
こ

う
と
し
な
い
の
で
あ
り
ま
す
、
地
方
自
治
体
確
立
の
精
神
か
ら

い
っ
て
、
中
央
の
補
助
金
な
け
れ
ば
事
業
が
や
れ
な
い
と
い
う

よ
う
な
こ
と
で
は
、
民
選
知
事
赤
間
府
政
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ

の
支
持
は
熱
意
を
失
う
も
の
で
あ
り
ま
す
、
た
と
え
国
庫
補
助

が
な
く
て
も
、
本
府
と
し
て
当
然
取
上
ぐ
べ
き
事
業
に
つ
い
て

は
、
予
算
を
通
さ
れ
て
、
あ
ら
ゆ
る
面
の
む
だ
を
省
い
て
、
積

極
的
な
熱
意
を
も
っ
て
事
業
完
遂
に
努
力
す
べ
き
は
ず
だ
と
思

う
。
」
（
「
大
阪
府
会
速
記
録
』
一
九
五
四
年
民
生
常
任
委
員
会

．
第
一
号
、
六
頁
）

寺
本
知
「
大
阪
の
行
政
闘
争
と
府
同
促
に
つ
い
て
」
（
前
掲
書
）

盛
田
嘉
徳
「
戦
後
大
阪
の
解
放
運
動
史
」
（
前
掲
書
）
『

中
河
内
昌
夫
「
大
阪
市
同
和
事
業
誌
（
｜
と
（
前
掲
書
）

「
’
九
五
一
一
一
年
度
活
動
方
針
書
（
草
案
）
」
八
頁
〆

ま
た
一
…
九
五
五
年
の
請
願
書
で
は
要
求
事
項
を
失
業
者
対
策
、
部

落
農
村
対
策
、
中
小
業
者
・
手
工
業
者
・
零
細
業
者
対
策
、
税
金
対

策
、
青
少
年
対
策
、
教
育
対
策
、
住
宅
対
策
並
環
境
改
善
対
策
、
婦

（
６
）
 

人
対
策
の
八
項
目
に
わ
た
っ
て
提
一
示
し
て
い
る
。

●
■
守
一
廿
十

と
こ
ろ
で
一
九
五
五
年
度
府
連
大
会
の
議
案
室
曰
に
よ
れ
ば
、
そ
の

当
時
に
支
部
の
組
織
が
確
立
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
ま
た
は
か
っ
て
支

部
員
の
登
録
が
な
さ
れ
て
い
た
地
区
は
わ
ず
か
に
＋
地
区
（
西
成
、

堺
、
中
城
へ
水
本
、
北
条
、
野
崎
、
向
野
、
（
出
野
、
下
田
、
大
国

（
７
）
 

町
）
に
す
ぎ
な
い
Ｐ

(表２） 1952年「請願書」要求項目

多
く
、
こ
れ
に
生
業
資
金
の
要
求
へ
不
就
学
対
策
を
含
め
た
教
育
要

求
が
強
い
。

割
と
は
、
大
阪
に
お
け
る
解
放
運
動
の
行
政
闘
争
を
に
な
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
時
期
艇
は
、
解
放
委
員
会
で
は
な
え
府
同
促
協
が
部

落
の
実
態
調
査
を
実
施
し
、
要
求
を
ま
と
め
、
請
願
運
動
を
組
織
し

て
い
く
。

こ
の
こ
と
は
、
そ
の
こ
ろ
解
放
委
員
会
の
未
組
織
の
地
区
、
あ
る

い
は
地
区
内
の
保
守
的
な
層
を
含
め
て
府
同
促
協
の
影
響
下
に
組
織

し
、
一
挙
に
全
府
下
的
な
立
ち
あ
が
り
を
う
な
が
し
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

〃
行
政
闘
争
を
に
な
っ
た
〃
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
、
あ
る
い

は
疑
問
が
出
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
本
来
は
行
政
闘

争
は
解
放
運
動
の
一
形
態
で
あ
っ
て
解
放
委
員
会
が
に
な
う
も
の
で

あ
る
。
ま
た
、
前
章
で
も
府
同
促
協
は
「
同
和
事
業
を
促
進
」
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
創
立
さ
れ
た
の
で
あ
り
へ
会
則
に
も
そ
う
規
定

さ
れ
て
い
る
と
説
明
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
ｐ

だ
が
、
実
際
に
府
同
促
協
が
は
た
し
た
役
割
は
、
ま
さ
に
解
放
運

動
の
行
政
闘
争
部
門
を
担
当
し
た
と
も
い
う
べ
き
大
き
な
も
の
が
あ

る
。
府
同
促
協
の
任
務
は
、
創
立
時
の
主
観
的
な
意
図
を
は
る
か
に

こ
え
て
大
き
な
も
の
と
な
っ
た
。

府
同
促
協
の
創
立
が
大
阪
の
部
落
解
放
運
動
に
与
え
た
好
影
響
の

典
型
は
、
府
連
が
府
同
促
協
の
書
記
と
い
う
形
で
は
じ
め
て
常
任
活

（
１
）
 

動
家
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
こ
と
で
あ
り
、
府
同
促
協
創
立
の
翌
年
、

一
九
五
二
年
に
な
っ
て
は
じ
め
て
府
連
大
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で

ト
ー
‐
‐
１
１
－
ト
ー
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ト
ー
」
ｌ
‐
‐
－
‐
‐
１
１
１
１
ト
ー
１
１
１
‐
Ｉ
‐
」
‐
ト
ー
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
－
Ｌ
‐
ｌ
ｉ
１
Ｌ
ｌ
」

住宅

道路

上下水（ガス）
共同浴場

公民館（集会場）
防火施設

区画整理（治水）

５
７
８
６
５
３
５
 

１
１
 

環
境
改
善

生業資金

授産場(内職）

共同作業場
農業・酩農

造成・払下げ

矢対事業

２
６
４
５
２
４
 

１
 

産
業
・
職
業

教育（不就学対策）
公園も運動場

青少年(会館）
保育所

８
３
７
３
 

教
育

副_麹一
「同和事業に関す
同促協史』398頁）

1１ 

２ 

る要求書」（pKj
より作表。!

『
’
｜
‐
づ
で
も
。
。
－

下暑曇藝匡一一一一一一一一二二一口一一一一一一一二》ｌ－Ｃ－－
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ま
た
二
九
五
七
年
の
第
六
回
府
連
大
会
は
そ
の
組
織
に
つ
い
て
、

「
支
部
が
確
立
さ
れ
て
い
る
地
区
、
塀
、
西
成
、
浪
速
の
三
支
部
に

す
ぎ
ず
、
解
放
旗
を
守
っ
て
い
る
地
区
は
前
記
の
外
向
野
、
水
本

（
最
近
支
部
が
確
立
さ
れ
た
）
を
加
え
て
五
地
区
に
す
ぎ
な
い
」
と

（
８
）
 

の
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
く
ら
べ
る
と
、
一
語
願
運
動
が
ま
き
こ
ん
だ
府

下
市
町
村
の
範
囲
は
格
段
に
広
く
、
五
二
年
に
は
六
四
地
区
の
う
ち

（
９
）
 

六
二
地
区
を
そ
の
影
響
下
に
お
い
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

府
同
促
協
の
影
響
が
当
時
い
か
に
大
き
か
っ
た
か
を
示
す
と
と
も

に
、
そ
れ
が
解
放
委
員
会
（
な
い
し
は
解
放
同
盟
）
の
組
織
化
・
支

部
建
設
へ
と
必
ず
し
も
転
化
し
て
い
な
い
当
時
の
大
阪
の
姿
を
も
あ

ら
わ
し
て
い
る
。

こ
の
間
、
府
同
促
協
は
下
か
ら
の
要
求
の
も
り
あ
が
り
を
う
な
が

す
た
め
に
豊
能
郡
、
鳥
飼
村
、
豊
中
市
の
各
同
促
協
を
結
成
し
た
の

を
は
じ
め
（
一
九
五
二
年
）
、
植
生
村
同
促
協
（
一
九
五
五
年
）
を

結
成
す
る
。
ま
た
組
織
結
成
に
い
た
ら
な
い
地
区
で
は
協
議
会
や
決

起
集
会
を
開
催
し
（
’
九
五
三
年
に
矢
田
、
東
平
野
、
杉
原
、
下

田
、
中
城
、
西
郡
な
ど
）
、
要
求
の
組
織
化
に
つ
と
め
た
。

こ
の
よ
う
な
同
促
協
の
活
動
と
し
て
展
開
さ
れ
た
解
放
運
動
の
影

響
力
は
、
そ
の
後
に
大
阪
府
下
へ
の
運
動
と
組
織
の
発
展
に
大
き
な

下
地
を
つ
く
っ
た
。

と
こ
ろ
で
大
阪
府
連
は
、
こ
の
請
願
運
動
に
つ
い
て
「
大
阪
に
於

け
る
こ
の
行
政
闘
争
は
他
府
県
に
比
し
一
つ
の
差
別
事
件
を
契
機
と

一
月
に
は
府
連
と
と
も
に
同
和
事
業
、
住
宅
対
策
、
浴
場
対
策
の
三

委
員
会
を
結
成
し
た
。

施
設
の
民
主
的
管
理
・
運
営
と
し
て
ま
す
手
が
け
た
の
が
大
阪
府

同
和
地
区
共
同
浴
場
連
合
会
の
結
成
（
’
九
五
六
年
四
月
）
で
あ
っ

た
。戦
後
の
同
和
事
業
の
な
か
で
、
共
同
浴
場
の
新
・
改
築
は
大
き
な

ウ
エ
ー
ト
を
占
め
て
お
り
、
件
数
に
し
て
一
九
五
一
年
度
ま
で
の
大

（
辺
）

阪
府
の
環
境
改
善
事
業
の
三
分
の
一
一
を
占
め
て
い
た
が
、
そ
の
多
く

は
個
人
に
請
負
わ
せ
て
経
営
さ
れ
て
お
り
、
経
営
は
必
ず
し
も
思
わ

し
く
な
く
、
ま
た
個
人
の
犠
牲
の
う
え
に
よ
う
や
く
成
り
立
つ
な
ど

（
画
）

の
問
題
を
か
か
》
え
て
い
た
。

も
っ
と
も
、
共
同
浴
場
の
建
設
は
安
く
て
清
潔
な
風
呂
を
提
供
す

る
と
い
う
目
的
だ
け
か
ら
建
て
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。

当
時
、
松
田
喜
一
は
「
文
化
温
泉
を
た
て
た
目
的
は
個
人
生
活
の

（
ｕ
）
 

改
善
規
正
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
」
と
の
べ
て
い
ろ
。
つ
一
ま
り
「
町

の
人
を
一
つ
の
生
活
的
な
も
の
に
結
び
つ
け
、
こ
の
経
営
に
協
力
参

加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
町
全
体
を
一
つ
に
ま
と
め
た
運
動
に
組

上
げ
よ
う
と
す
る
の
が
浴
場
の
ね
ら
い
だ
っ
た
…
…
大
衆
の
集
団
的

な
民
主
的
な
動
き
の
中
で
、
最
も
科
学
的
な
運
営
を
通
じ
て
更
に
生

活
全
般
の
問
題
を
解
決
す
る
と
こ
ろ
の
気
風
を
作
り
上
げ
る
。
…
…

…
そ
こ
で
プ
ロ
は
何
の
た
め
に
建
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
か
ら
、

そ
の
生
活
を
反
省
さ
せ
、
そ
れ
を
改
善
す
る
よ
う
な
教
育
啓
蒙
活
動

凹
凸
』
■
、
Ⅸ
如
別
【
山
哲
把
訳
刮
引
副
一
型
Ⅵ
】
。
→
⑪
□
Ⅱ
；
白

し
た
盛
り
上
り
で
な
く
正
面
か
ら
請
願
運
動
を
打
ち
出
し
た
。
ど
こ

で
も
、
何
時
で
も
闘
え
る
道
を
示
し
た
が
そ
の
反
面
大
衆
的
な
盛
り

（
、
）

上
り
に
於
け
る
弱
さ
が
今
日
露
呈
し
て
い
る
。
」
と
、
き
び
し
く
自
己

批
判
し
て
い
る
。

大
衆
的
な
盛
り
上
り
が
弱
か
っ
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
な
お
幹

部
請
負
い
が
多
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
同
時
に
請
願
運
動

と
い
う
形
態
は
大
阪
府
連
と
し
て
の
組
織
が
弱
い
当
時
に
あ
っ
て
は

最
も
広
汎
な
層
の
部
落
大
衆
を
ま
き
こ
み
う
る
、
そ
の
意
味
で
は
も

っ
と
も
大
衆
的
な
闘
争
形
態
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
請
願
運
動
の
最
大
の
成
果
は
こ
の
よ
う
な
影
響
力
の
拡
大
に

あ
っ
た
が
、
も
う
一
つ
の
成
果
は
大
阪
府
の
同
和
予
算
が
大
幅
に
増

加
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
一
九
五
一
一
年
ま
で
は
一
一
○
○
万
円
か
ら
三
○

○
万
円
前
後
で
あ
っ
た
額
は
、
一
九
五
一
一
一
年
度
に
は
一
挙
に
一
三
○

○
万
円
に
ま
で
増
加
し
（
表
１
参
照
）
、
ま
た
同
和
事
業
の
実
施
さ
れ

る
地
区
も
、
以
前
の
一
五
地
区
前
後
か
ら
三
○
ｌ
四
○
地
区
へ
と
拡

（
ｕ
）
 

大
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

②
民
主
的
管
理
の
実
践

同
和
予
算
の
増
加
に
と
も
な
っ
て
、
府
同
促
協
の
本
来
の
任
務
と

も
い
う
べ
き
同
和
事
業
・
施
設
の
民
主
的
管
理
・
運
営
の
課
題
が
登

場
し
て
く
る
。

す
で
に
一
九
五
五
年
に
府
同
促
協
は
事
業
別
の
分
科
活
動
と
専
門

委
員
会
の
結
成
を
提
起
し
て
各
理
事
を
わ
り
ふ
っ
た
。
ま
た
五
六
年

（
巧
）

を
積
極
的
に
や
る
」
べ
き
だ
と
し
た
。

ま
た
堺
で
は
、
市
営
の
協
和
湯
を
協
和
町
営
に
す
る
た
め
に
払
い

下
げ
を
受
け
、
財
団
法
人
協
和
会
と
し
て
運
営
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
の
結
果
銭
湯
の
料
金
は
値
下
げ
し
、
し
か
も
そ
の
利
益
を
町

（
焔
）

民
委
員
会
の
活
動
の
経
費
に
１
℃
当
て
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

と
こ
ろ
で
、
「
運
動
と
き
り
離
し
た
経
営
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と

同
時
に
、
「
採
算
を
度
外
視
し
た
経
営
は
、
そ
れ
自
体
が
自
滅
で
あ

（
Ⅳ
）
 

ろ
ば
か
り
で
な
く
運
動
を
１
℃
台
な
し
に
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
」

こ
こ
に
は
、
運
動
の
成
果
で
あ
る
同
和
事
業
を
部
落
解
放
の
自
覚

と
運
動
の
発
展
に
結
び
つ
け
て
い
く
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
民
主
的
運

営
・
管
理
の
問
題
が
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
経
験
を

各
施
設
に
ひ
ろ
げ
、
そ
の
成
果
を
府
下
全
体
の
も
の
に
し
て
い
く
こ

と
は
府
同
促
協
に
課
せ
ら
れ
た
大
き
な
任
務
で
あ
り
、
共
同
浴
場
連

合
会
の
試
み
は
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

ま
た
こ
の
時
期
に
は
、
「
大
阪
府
医
療
機
関
連
絡
協
議
会
」
も
結

成
さ
れ
て
診
療
事
業
の
協
同
化
を
は
か
っ
た
ほ
か
、
保
育
事
業
に
つ

い
て
も
懇
談
会
を
ひ
ら
い
た
り
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
同
和
事
業
を
自
ら
の
手
で
管
理
し
運
営
し
て
い
く
と
い

う
活
動
は
、
こ
れ
ま
で
の
各
地
域
で
の
経
験
を
全
府
下
に
及
ぼ
さ

れ
、
部
落
解
放
運
動
の
貴
重
な
財
産
と
な
っ
て
い
く
。
そ
の
中
心
に

あ
っ
た
の
が
府
同
促
協
で
あ
っ
た
。

⑧
青
年
・
指
導
者
の
養
成
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こ
の
時
期
へ
府
同
促
協
が
そ
の
後
の
解
放
運
動
の
発
展
の
た
め
に

果
し
た
役
割
の
一
つ
と
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
地
区
青
年
幹

部
の
養
成
、
行
政
関
係
者
の
啓
発
へ
同
和
教
育
指
導
者
の
養
成
を
お

こ
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
講
習
会
や
研
修
会
を
主
催
し
た
り
、
懇
談

会
を
ひ
ら
い
た
り
、
そ
の
活
動
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。

い
ま
、
大
阪
府
主
催
の
も
の
を
含
め
て
主
だ
っ
た
講
習
会
の
講

師
、
講
演
内
容
を
示
す
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①
一
九
五
二
年
八
月
一
八
日
’
一
九
日
大
阪
府
連
・
大
阪
市
教

委
・
堺
市
教
委
Ｐ
府
同
促
協
共
催
「
同
和
教
育
指
導
者
養
成
講

（
蛆
）
，
．

（
Ｆ
‐
 

習
会
」

木
村
京
太
郎
「
部
落
解
放
運
動
の
展
望
」
了

盛
田
嘉
徳
「
同
和
教
育
の
在
り
方
」

岡
本
清
一
「
近
代
民
主
主
義
と
部
落
問
題
」

藤
谷
俊
雄
「
部
落
史
に
就
て
」

②
一
九
五
二
年
九
月
一
六
日
大
阪
府
教
委
・
市
教
委
・
府
同
促

（
咽
）

協
辻
〈
催
「
同
和
教
一
目
研
究
討
論
会
」

③
一
九
五
二
年
一
○
月
一
Ｌ
）
日
「
府
同
和
事
業
中
堅
幹
部
養
成
講

習
会
」
（
府
民
生
部
主
催
）

盛
田
嘉
徳
「
こ
れ
か
ら
の
同
和
教
育
の
在
り
方
」

中
村
慶
範
「
同
朋
思
想
の
発
展
の
経
路
」

坂
口
慎
造
「
部
落
を
解
放
す
る
に
当
っ
て
ど
ん
な
こ
と
を

実
行
す
べ
き
か
」

と
し
て
出
発
し
た
は
ず
の
当
初
の
任
務
を
は
る
か
に
こ
え
て
、
直
接

に
解
放
運
動
の
一
部
を
に
な
う
と
こ
ろ
ま
で
拡
大
し
て
い
っ
た
こ
と

は
以
上
の
通
り
で
あ
る
。

こ
れ
は
当
時
の
解
放
運
動
の
組
織
の
力
量
か
ら
は
避
け
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
し
、
府
同
促
協
の
活
躍
が
大
阪
の
解
放
運
動
を
推
進

し
て
い
っ
た
と
い
う
側
面
を
見
逃
が
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

と
同
時
に
、
こ
の
府
同
促
協
と
解
放
運
動
の
あ
り
方
は
運
動
の
一

定
の
発
展
段
階
で
そ
の
解
決
が
求
め
ら
れ
て
く
る
。
す
で
に
一
九
五

三
年
の
府
連
大
会
で
は
、
「
解
放
委
活
動
の
大
半
が
同
促
協
と
密
接

な
関
係
で
な
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
一
部
に
於
い
て
は
同
促
協
を
も
っ

て
解
放
委
に
代
る
も
の
と
の
幻
想
を
生
ん
で
い
る
」
と
指
摘
し
て
い

（
幻
）

つ
Ｄ
Ｃ一
九
五
五
年
の
府
連
大
会
で
は
、
府
同
促
協
を
組
織
し
た
成
果
に

ふ
れ
つ
つ
も
、
「
府
連
の
活
動
は
…
…
…
現
在
こ
の
（
府
同
促
協
の

Ⅲ
引
用
者
註
）
事
業
や
団
体
の
う
え
に
の
っ
か
つ
て
し
ま
っ
て
い

ろ
）
二
「
従
来
こ
の
事
業
を
も
っ
て
部
落
を
ひ
き
つ
け
よ
う
と
考
え
て

い
た
た
め
、
部
落
の
問
題
を
な
ん
で
も
同
和
予
算
と
結
び
つ
け
よ
う

と
、
同
和
予
算
を
め
ぐ
っ
て
の
運
動
に
終
始
し
て
き
た
。
…
…
大
衆

も
ま
た
そ
の
人
達
に
ま
か
せ
て
お
け
ば
よ
い
と
息
は
れ
て
い
る
同
和

予
算
の
運
動
だ
け
に
熱
中
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
団
体
は

（
幻
）

広
汎
な
大
衆
に
信
頼
さ
れ
な
い
」
と
、
批
判
し
て
い
ろ
。
し
か
し
こ

の
段
階
で
は
、
府
同
促
協
と
解
放
同
盟
の
あ
り
方
や
、
同
和
事
業
は

和
島
岩
吉
「
部
落
問
題
に
関
す
る
所
感
」

④
一
九
五
一
一
一
年
一
一
月
一
二
日
’
一
一
一
一
日
「
第
四
回
大
阪
府
同
和

（
別
）

事
業
中
堅
一
幹
部
講
習
会
」
（
府
民
生
部
主
催
）

松
田
喜
一
評
「
現
在
に
お
け
る
部
落
解
放
問
題
に
つ
い
て
」

木
村
京
太
郎
為
や
》
盛
田
嘉
徳

⑤
一
九
五
四
年
八
月
二
日
’
一
一
一
日
「
第
五
回
大
阪
府
同
和
事

（
幻
）

業
中
堅
幹
部
講
習
会
」
（
府
民
生
部
主
催
）

井
上
ｆ
清
「
解
放
運
動
と
融
和
事
業
に
就
い
て
」

小
林
茂
「
大
阪
府
に
お
け
る
同
和
事
業
に
つ
い
て
」

⑥
一
九
五
六
年
九
月
一
一
二
日
府
同
促
協
主
催
「
同
和
問
題
講
習

（
釦
）

会
」
（
来
迎
寺
）

ま
た
、
同
和
地
区
青
少
年
野
球
大
会
（
一
九
五
三
年
か
ら
）
や
大

阪
府
青
年
文
化
祭
（
一
九
五
七
年
）
な
ど
の
文
化
ス
ポ
ー
ツ
活
動
に

も
力
を
入
れ
、
大
阪
府
同
和
青
年
協
議
会
の
結
成
（
一
九
五
四
年
一

月
、
会
長
・
吉
田
勝
義
）
を
は
か
る
な
ど
、
：
青
年
活
動
家
の
養
成
を

た
え
ず
行
っ
て
い
っ
た
の
も
、
府
同
促
協
が
解
放
運
動
を
組
織
的
〈

財
政
的
に
支
え
て
い
っ
た
一
例
で
あ
る
。

府
同
促
協
は
一
九
五
三
年
五
月
に
結
成
さ
れ
た
全
国
同
和
教
育
研

究
協
議
会
に
大
阪
府
教
育
委
員
会
・
大
阪
市
民
主
教
育
研
究
会
な
ど

と
と
も
に
発
起
団
斗
体
の
一
つ
と
し
て
加
わ
っ
て
い
る
。

四
府
同
促
協
と
解
放
運
動
の
あ
り
方

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
第
一
期
の
府
同
促
協
の
活
動
が
、
協
議
機
関

ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
っ
た
肝
心
の
議
論
を
避
け
て
、
「
大
衆
団
体

と
し
て
大
衆
の
利
益
を
守
る
い
ろ
い
ろ
の
闘
い
を
発
展
さ
せ
る
中

で
、
行
政
闘
争
を
吹
き
上
げ
る
」
こ
と
が
必
要
だ
と
、
い
う
ま
で
も

な
い
こ
と
で
お
茶
を
に
ご
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、
議
論
は
発
展
し
て

い
な
い
。

戦
後
す
ぐ
の
大
阪
の
部
落
解
放
運
動
が
部
落
解
放
大
阪
青
年
同
盟

（
愛
）

に
よ
っ
て
事
実
上
に
な
わ
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
は
府
同
促
協

に
よ
っ
て
解
放
委
員
会
の
活
動
が
に
な
わ
れ
た
と
も
い
え
る
状
況
が

あ
り
、
実
際
に
も
府
同
促
協
の
理
事
の
多
く
は
大
阪
府
連
の
役
員
と

も
重
複
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
が
後
に
「
ひ
さ
し
を
か
し
て
お
ち
や

（
型
）

を
と
ら
れ
た
」
と
比
嶬
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
・
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
先
に
ふ
れ
た
運
動
側
か
ら
の
批
判
は
、
実
は
当
時
の
解
放
運
動

を
に
な
っ
て
い
た
活
動
家
の
自
己
批
判
、
自
問
自
答
と
も
い
う
べ
き

も
の
で
あ
る
。
な
に
か
全
く
異
質
の
二
つ
の
組
織
の
あ
い
だ
で
の
批

判
と
み
る
な
ら
ば
当
時
の
大
阪
の
運
動
を
正
し
く
と
ら
え
る
こ
と
に

は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
う
し
た
苦
悩
の
中
か
ら
、
解
放
運
動
と
し
て
府
同
促
協

を
い
か
に
強
化
し
、
有
効
に
活
用
し
て
い
く
か
が
問
わ
れ
て
い
く
の

で
あ
る
。

Ｊ
・
府
同
促
協
と
解
放
同
盟
の
関
係
、
同
和
事
業
の
あ
り
方
に
つ
い
て

一
一
定
の
総
括
を
し
、
新
た
な
方
針
を
う
ち
た
て
た
の
は
一
九
五
七
年

一
○
月
に
ひ
ら
か
れ
た
第
六
回
府
連
大
会
で
あ
っ
た
。
（
な
お
こ
の
大

１０‐ｕＪｎＨ－ごＰ‐凸■■■・△■■ロー■■ロロ已口、川■■、⑰■。」ロロ二コ■ロロ■●・凸一■Ⅱ■刊‐’０Ｊヨロリ。１１℃’．｜－‐ｑ●トー‐０’一１０↑ｌＰ０ｑ・・Ｉ９ｌＢｉＢ３０■■■○・Ⅱ■■卜ＡＢＩ■■Ⅲ。，▲ｙ０』０■■■■●
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会
は
、
府
同
促
協
と
の
関
係
を
整
理
し
た
と
い
う
点
だ
け
で
な
く
、

そ
の
後
の
市
内
ブ
ロ
ッ
ク
を
中
心
に
し
た
闘
争
の
基
点
と
も
な
り
、

組
織
・
財
政
面
で
の
総
括
も
お
こ
な
い
、
画
期
的
な
大
会
と
な
っ

た
。
）

（
湊
）

第
六
回
府
連
大
会
は
問
題
点
を
つ
ぎ
の
よ
》
っ
に
整
理
し
て
い
る
。

・
府
同
促
協
を
創
立
し
た
こ
と
の
肯
定
面

・
大
阪
府
の
同
和
予
算
の
拡
大

・
地
元
有
力
者
な
ど
の
府
同
促
協
へ
の
結
果

・
府
連
活
動
の
強
化

。
（
同
じ
く
）
否
定
面

・
同
盟
が
主
体
性
を
矢
な
い
、
同
促
協
の
中
に
解
消

・
改
善
主
義
的
偏
向

・
そ
の
原
因

・
府
連
の
活
動
が
大
衆
と
組
織
的
に
結
び
つ
い
て
い
な
い
こ

と

府
同
促
協
の
現
状
に
つ
い
て
は
け
っ
し
て
十
分
な
も
の
で
は
な

く
、
予
算
の
配
分
な
ど
の
事
業
の
実
施
面
に
つ
い
て
も
ほ
と
ん
ど
関

心
を
も
た
ず
目
的
意
識
的
に
取
り
組
ん
で
い
な
い
と
き
び
し
く
批
判

し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
原
因
は
む
し
ろ
運
動
側
に
あ
り
、
同
盟
の

指
導
者
が
大
衆
と
の
結
び
つ
き
が
弱
く
、
ま
た
行
政
闘
争
の
原
則
で

あ
る
末
端
市
町
村
と
の
闘
争
が
軽
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
、
解
放

運
動
の
弱
さ
が
府
同
促
協
に
反
映
し
た
と
指
摘
し
た
。

グー、／■、／￣、〆■、

１３１２１１１０ 
、-〆、＝"、＝〆、_〆

／￣、〆■、／■、

１６１５１４ 
超一〆、-〆咄-〆

／■、／■、／■、

１９１８１７ 
、-〆、＝〆望.〆

／￣、／■、／~、〆■、／■、／~、'－，

９８７６５４３ 
、‐〆邑一〆、－〆辿一"、‐〆、-'ミーノ

初
め
て
の
府
連
大
会
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
非
難
す

る
の
は
な
に
か
の
誤
解
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。

「
第
六
回
府
連
大
会
討
議
資
料
」
二
頁

「
府
同
促
協
史
」
二
四
七
頁

同
右
三
九
四
頁

同
右
四
一
七
頁

三
九
五
五
年
度
府
連
大
会
討
議
資
料
」
’
四
頁

「
第
六
回
府
連
大
会
討
議
資
料
」
一
頁

『
一
九
五
三
年
度
部
落
解
放
大
阪
府
連
合
会
・
活
動
方
針
書

（
案
）
」
八
頁
。
残
り
二
地
区
と
は
松
原
と
島
本
を
さ
す
も
の
と

思
わ
れ
る
。

（
９
）
と
同
じ
。

「
府
同
促
協
史
」
五
四
頁
’
五
五
頁
（
表
６
）

同
右
八
八
頁
（
表
、
）

「
懇
談
会
・
部
落
施
設
の
民
主
的
運
営
に
つ
い
て
」
弓
部
落
」

第
七
四
号
、
’
九
五
六
年
一
一
一
月
）
二
四
頁

同
右
、
二
六
頁

同
右
、
一
五
頁
、
一
六
頁
、
二
五
頁

「
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
・
伝
統
の
町
の
ド
真
ン
中
」
ｓ
部
落
」
第

四
七
号
、
’
九
五
三
年
一
○
月
）
’
’
九
頁

（
四
）
と
同
じ
、
二
二
頁

「
同
和
教
育
指
導
者
養
成
講
習
開
催
に
つ
い
て
」

北
河
内
昌
夫
「
大
阪
市
同
和
事
業
誌
（
三
）
」
（
「
大
阪
の
同
和

問
題
」
一
九
六
一
年
一
一
一
月
）

; 

府
連
第
六
回
大
会
に
お
け
る
総
括
の
特
徴
は
こ
こ
に
あ
っ
た
。
府

同
促
協
を
運
動
の
発
展
の
テ
コ
に
し
、
融
和
政
策
の
と
り
こ
と
な
ら

な
い
た
め
に
も
、
結
局
は
解
放
運
動
の
力
量
に
か
か
っ
て
い
ろ
と
い

う
視
点
こ
そ
、
総
括
の
根
本
で
あ
っ
た
。

こ
こ
か
ら
す
べ
て
の
活
動
家
は
必
ず
な
ん
ら
か
の
大
衆
的
な
組
織

に
入
り
大
衆
を
基
盤
と
し
た
活
動
を
行
う
こ
と
が
提
起
さ
れ
、
同
和

事
業
も
ま
た
大
衆
団
体
の
要
求
に
も
と
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
よ
う
に

つ
と
め
、
府
同
促
協
の
「
事
業
及
財
政
支
出
に
つ
い
て
は
大
衆
を
組

織
す
る
活
動
（
同
盟
活
動
）
を
強
化
す
る
た
め
に
計
画
さ
せ
る
こ

（
溺
）

と
」
が
必
要
で
←
の
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

〔
３
〕
府
同
促
協
の
独
自
の
任
務
’
第
二
期

Ⅲ
府
同
促
協
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て

解
放
運
動
の
内
部
で
府
同
促
協
と
同
盟
の
関
係
は
い
か
に
あ
る
べ

き
か
と
し
て
展
開
さ
れ
た
議
論
（
実
は
、
解
放
運
動
の
発
展
に
と
っ

て
府
同
促
協
の
任
務
は
な
に
か
と
い
う
議
論
）
は
、
府
同
促
協
の
内

部
で
は
協
議
会
の
性
格
、
同
和
事
業
の
停
滞
を
克
服
す
る
課
題
と
し

て
提
起
さ
れ
る
。

す
で
に
一
九
五
五
年
の
定
例
総
会
で
は
、
府
同
促
協
の
性
格
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

「
本
会
は
財
政
面
や
組
織
形
態
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
部
落
の

政
治
的
経
済
的
諸
要
求
を
持
っ
た
社
会
運
動
（
解
放
運
動
）
を
担
当

す
る
大
衆
団
体
で
は
な
い
し
、
ま
た
同
和
行
政
を
行
う
当
局
の
下
請

機
関
で
も
な
い
。
即
ち
同
和
事
業
や
運
動
を
直
接
行
う
も
の
で
な

注
（
１
）
府
同
促
協
の
議
案
書
か
ら
書
記
手
当
を
見
る
と
次
の
よ
う
に
な

る
。

’
九
五
二
年
度
（
決
算
）
’
○
五
、
○
○
○
円

一
九
五
一
一
一
年
度
（
”
）
二
四
一
一
一
、
○
○
○
円

一
九
五
四
年
度
（
”
）
三
八
一
一
、
○
○
○
円

一
九
五
五
年
度
（
”
）
’
’
’
一
一
四
、
○
○
○
円
（
二
名
分
）

’
九
五
六
年
度
（
”
）
二
九
七
、
○
○
○
円
（
二
名
分
）

（
２
）
中
西
は
「
大
阪
に
お
け
る
部
落
解
放
運
動
」
（
前
掲
書
）
で
二

度
に
わ
た
っ
て
、
（
大
阪
の
解
放
運
動
が
停
滞
し
て
い
た
証
拠

の
よ
う
に
）
’
九
五
五
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
府
連
大
会
が
ひ

ら
か
れ
た
と
の
べ
て
い
る
（
二
一
一
一
頁
、
’
’
’
’
八
頁
）
。
こ
れ

は
、
部
落
解
放
委
員
会
が
部
落
解
放
同
盟
に
改
称
さ
れ
て
か
ら

〆■、〆■、／~、／■、／■、

２６２５２４２３２２ 
、_ノ、=〆、-"型.／、＝ノ

／■、／■、

２１２０ 
、－'館=”

府
同
促
協
各
年
度
定
例
総
会
議
案
並
に
報
告
書

「
’
九
五
三
年
度
部
落
解
放
大
阪
府
連
合
会
・
活
動
方
針
書

（
案
こ
八
頁

三
九
五
五
年
度
府
連
大
会
・
討
議
資
料
」
’
八
頁
’
’
九
頁

「
府
同
促
協
史
」
一
八
頁
’
一
二
頁

大
阪
府
連
「
第
二
○
回
大
会
決
定
集
」
四
五
頁

「
第
六
回
府
連
大
会
討
議
資
料
」
’
六
頁
’
’
八
頁

同
右
一
八
頁

Ｉ 



一
九
五
七
年
度
に
は
、
新
し
く
保
育
所
連
綿
協
議
会
を
結
成
し
た

（
４
）
 

（
会
長
Ⅱ
浪
速
区
栄
保
育
所
・
上
田
官
治
）
。
二
ま
た
す
で
に
前
年
度

に
結
成
さ
れ
て
い
た
共
同
浴
場
連
合
会
、
医
療
機
関
連
絡
協
議
会
を

ひ
き
つ
づ
い
て
開
催
し
た
。
さ
ら
に
こ
の
年
度
か
ら
は
自
動
車
講
習

会
を
府
下
各
地
で
実
施
し
、
解
放
運
動
か
ら
出
て
き
た
要
求
で
あ
っ

た
自
動
車
免
許
取
得
の
闘
い
（
車
友
会
）
を
同
和
事
業
の
上
に
の
せ

（
Ｐ
Ｃ
）
 

ね
皇
た
。

鰄
ま
た
こ
の
間
、
府
同
促
協
は
各
地
区
ご
と
に
問
題
別
に
懇
談
会
や

腿
対
策
会
議
を
開
く
と
と
も
に
、
各
行
政
関
係
者
に
対
し
て
も
懇
談
会

解
や
陳
情
、
話
合
い
を
も
っ
て
啓
蒙
や
同
和
行
政
の
促
進
、
円
滑
化
を

蝿
は
か
っ
て
い
る
。

ロ脈
こ
の
時
期
、
解
放
運
動
は
大
阪
市
内
を
中
心
に
組
織
一
一
一
確
立
し
、

欲
住
宅
闘
争
（
浪
速
・
西
成
・
住
吉
な
ど
）
、
生
業
資
金
獲
得
闘
争
（
矢

会
田
な
ど
）
、
教
育
闘
争
（
曰
之
出
、
矢
田
）
な
ど
を
展
開
す
る
。
広

臘
汎
な
要
求
闘
争
を
組
織
で
き
た
の
は
、
府
連
の
指
導
の
下
に
要
求
別

雌
組
織
を
結
成
し
、
こ
こ
に
広
汎
な
大
衆
を
組
織
し
え
た
か
ら
で
あ
っ

業
た
。

穂
部
落
解
放
同
盟
は
一
九
五
七
年
一
二
月
の
第
一
一
一
回
全
国
大
会
で

胴
国
策
樹
立
請
願
運
動
を
国
民
運
動
と
し
て
展
開
す
る
こ
と
を
決
定
す

湫
る
。

３
大
阪
で
は
一
九
五
九
年
一
一
月
と
六
○
年
一
月
に
部
落
解
放
行
政
の

巫
確
立
を
求
め
る
大
会
を
開
催
す
る
が
、
こ
れ
に
先
立
ち
一
九
五
八
年
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く
、
そ
れ
ら
を
正
し
く
促
進
さ
せ
る
た
め
行
政
当
局
や
関
係
者
及
関

係
諸
団
体
に
必
要
な
資
料
の
提
供
、
施
策
の
助
一
一
一
一
□
ま
た
は
当
事
者
を

（
１
）
 

教
一
宮
啓
蒙
す
る
事
業
組
織
で
あ
る
。
」

財
政
面
と
は
、
府
同
促
協
の
歳
入
が
大
阪
府
の
助
成
金
と
関
係
市

町
村
の
分
担
金
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
さ
し
、
組
織
形
態
と

い
う
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
地
区
代
表
と
関
係
市
町
村
代
表
か
ら

府
同
促
協
が
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
ろ
。
当
然
の
こ
と

な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
組
織
形
態
、
財
政
的
基
盤
で
は
、
直
接
に
大

衆
運
動
を
担
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
を
目
的
に
組
織
さ

れ
た
の
で
も
な
い
。

だ
が
府
同
促
協
は
、
こ
の
一
九
五
五
年
以
後
も
大
阪
府
連
と
と
も

に
（
あ
る
い
は
組
織
力
の
弱
い
大
阪
府
連
に
か
わ
っ
て
）
差
別
事
件

や
行
政
闘
争
・
生
活
擁
護
闘
争
（
奈
良
・
河
合
村
木
下
村
長
差
別
事

件
、
大
阪
新
聞
社
の
差
別
事
件
、
金
属
屑
営
業
条
例
反
対
闘
争
）
な

ど
を
直
接
に
も
担
わ
ざ
る
を
え
ず
、
五
五
年
度
の
総
会
で
の
提
起
は

実
践
的
に
解
決
し
た
と
は
い
い
が
た
い
。

事
実
、
大
阪
府
連
の
第
六
回
大
会
は
金
属
屑
営
業
条
例
反
対
闘
争

に
つ
い
て
、
「
こ
の
闘
争
を
支
え
た
力
は
、
部
落
の
下
積
に
置
か
れ

て
い
る
小
買
人
で
あ
り
、
典
型
的
な
部
落
解
放
闘
争
の
形
態
を
と
っ

て
い
た
。
と
こ
ろ
が
と
の
闘
い
に
対
し
て
、
幻
の
よ
う
な
存
在
と
な

っ
て
い
た
同
盟
は
当
然
、
組
織
的
に
取
り
組
め
ず
、
た
だ
小
数
の
活

動
家
が
、
そ
の
政
治
的
良
心
を
頼
り
に
こ
の
闘
い
の
先
頭
に
た
っ
た

1958年「請願書」要求項目(表３） ’
二
月
と
五
九
年
八
月
に
そ
れ
ぞ
れ
大
阪
府
知
事
に
た
い
し
て
「
同

和
行
政
の
確
立
と
予
算
増
額
に
関
す
る
要
請
書
」
を
府
同
促
協
が
提

出
し
て
い
る
。

こ
の
う
ち
五
八
年
に
赤
間
文
三
府
知
事
あ
て
に
出
さ
れ
た
「
請
願

書
」
に
は
、
各
支
部
か
ら
の
同
和
事
業
の
申
請
書
が
添
付
さ
れ
、
そ

の
件
数
は
「
四
十
三
件
、
’
億
一
千
一
一
百
六
十
九
万
一
一
一
千
九
百
四
円
」

（
６
）
 

に
の
ぼ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
一
九
五
一
一
年
度
の
請
願
書
（
三
四
地

区
）
に
く
ら
べ
て
大
き
く
増
加
し
て
い
る
。

『
府
同
促
協
史
』
資
料
編
に
は
、
こ
の
う
ち
現
存
す
る
三
七
地
区

（
７
）
 

か
ら
の
，
甲
請
書
が
の
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
内
容
を
整
理
す
る
と

（
表
３
）
の
よ
う
に
な
る
。

だ
け
で
あ
っ
た
。
又
こ
の
闘
い
を
前
に
し
て
、
同
促
協
の
限
界
が
は

（
２
）
 

っ
き
り
あ
ら
わ
れ
た
」
と
総
括
し
て
い
る
。

氏
一
九
五
七
年
の
府
同
促
協
第
六
回
定
例
総
会
で
は
同
和
事
業
の
停

滞
が
議
論
の
焦
点
と
な
り
、
そ
の
原
因
と
し
て

①
同
和
事
業
が
地
区
大
衆
全
体
の
問
題
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
、

②
同
和
事
業
が
環
境
改
善
中
心
に
偏
っ
て
い
る
こ
と
、

③
関
係
市
町
村
が
同
和
問
題
に
消
極
的
で
あ
る
こ
と
、

『
④
大
阪
府
の
同
和
行
政
が
民
主
性
を
欠
い
て
い
る
こ
と
、

な
ど
を
あ
げ
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
課
題
を
克
服
す
る
た
め
に
提
起

さ
れ
た
方
向
と
は
、

①
生
活
要
求
を
積
極
的
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
指
導
者
、
活
動
家
を

生
み
出
す
た
め
の
教
育
啓
蒙
活
動
を
強
め
る
こ
と
、

②
地
区
の
既
存
施
設
を
生
か
し
今
後
の
事
業
の
発
展
を
促
す
た
め

に
事
業
別
の
協
議
会
を
結
成
す
る
こ
と
、

③
関
係
市
町
村
に
同
和
問
題
協
議
会
を
作
ら
せ
て
同
和
行
政
の
民

主
化
を
は
か
る
こ
と
、

④
全
国
的
に
も
遅
れ
て
い
る
青
年
婦
人
の
活
動
家
を
養
成
す
る
こ

と
へ

（
３
）
 

な
ど
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
大
衆
組
織
で
あ
る
府
連
と
は
別
個
に
、
府
同
促
協
の
独

自
の
任
務
を
徐
々
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

②
請
願
運
動
の
展
開

な
お
こ
の
時
期
、
府
同
促
協
は
法
人
化
を
は
か
り
そ
の
社
会
的
基

27(＋12） 
25(＋28） 
18（０） 
22(＋16） 
15(＋10） 
６(＋６） 
２(－１） 
７(＋２） 

住宅
道路
上下水（ガス）
共同波場
公民館（集会場）
塵介・墓地整備
防火施設
区画整理

生業資金
授産場（内職）
共同作業場
農業・酩農
失対事業

教育(不就学対策）
奨学生
公園・運動場
青少年（会館）
保育所

環
境
改
善
一
産
業
・
職
業
一
教
青

5(－７） 
5(－１） 
9(＋５） 
4(－３） 
1(－３） 

ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
 

６
３
７
６
４
 

｜
＋
＋
｜
＋
 

く
く
く
く
く

２
３
０
１
７
 

１
 

そ
の
他

診療所１１（Ｏ）

その他(理容理髪店他)6(＋4）

要求項
政の確
」（｢府

（）は1952年「請願書」の
目数との増減｢(別紙）同和行
立と予算増額に関する要請書
同促臨史」419頁）より作成。
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時
に
問
題
も
多
い
と
し
て
、
府
同
促
協
は
「
戦
後
、
建
設
さ
れ
た
浴

場
・
診
療
所
・
共
同
作
業
場
・
保
育
所
・
隣
保
館
等
の
同
和
施
設

は
、
そ
の
運
営
管
理
を
通
じ
て
、
部
落
大
衆
に
部
落
問
題
を
認
識
さ

せ
、
権
利
意
識
を
高
め
、
自
主
的
な
生
活
改
善
を
促
進
さ
せ
る
こ
と

｝
＋
」
目
的
と
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
地
区
幹
部
の
善
意
に
よ
る
運
営

だ
け
に
止
ま
り
、
従
っ
て
部
落
大
衆
に
と
っ
て
は
、
恩
恵
的
な
事
業

巡
（
融
和
事
業
）
と
し
か
受
け
と
ら
れ
て
い
な
い
も
の
が
多
い
こ
と
も

（一・）

辨
切
重
っ
か
に
さ
れ
た
。
「
一
と
指
摘
し
た
。

運
一
九
六
○
年
五
月
、
部
落
解
放
運
動
の
全
国
的
な
一
員
場
の
ま
え
に

鋤
政
府
・
自
民
党
の
テ
コ
入
れ
で
全
日
本
同
和
会
が
結
成
さ
れ
る
。
ま

繊
大
、
’
九
五
九
年
五
月
に
は
同
和
問
題
閣
僚
懇
談
会
で
「
同
和
対
策

》偲柵叶城槻碇胤川痙旅北川晒左一選定するなど融和政策の強
艶
従
っ
て
府
同
促
協
に
お
い
て
も
、
単
な
る
事
業
量
の
拡
大
だ
け
で

蝋
は
な
く
、
民
主
的
な
同
和
行
政
の
推
進
、
地
区
施
設
の
運
営
の
民
主

雌
化
が
強
く
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
具
体
的
な
事
例
を
、
府
同
促
協

業
の
議
案
書
の
中
か
ら
ひ
ろ
っ
て
み
よ
う
。

陣
一
九
六
一
年
度
か
ら
始
ま
っ
た
生
業
資
金
貸
付
は
「
貸
付
額
が
余

綱
リ
に
も
少
額
す
ぎ
る
事
と
、
そ
の
事
業
に
つ
い
て
の
積
極
的
な
援
助

（
６
）
 

Ⅷ
指
導
が
弱
か
っ
た
た
め
に
成
田
木
を
上
げ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
」

「
土
地
と
仕
事
と
近
代
的
な
職
場
」
の
問
題
に
つ
い
て
ま
だ
ま
だ

－
０
 

辺
関
心
が
弱
く
、
「
部
落
の
人
々
が
行
政
事
情
（
予
算
の
仕
組
み
、
行
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盤
を
一
層
確
実
な
も
の
に
す
る
と
と
も
に
、
各
地
区
の
大
衆
的
な
要

求
を
く
み
あ
げ
る
た
め
に
部
落
協
議
会
、
地
区
協
議
会
の
設
立
を
は

っ
て
い
く
。
府
連
組
織
は
六
○
年
以
降
に
な
っ
て
よ
う
や
く
府
下
へ

拡
大
し
て
い
く
。

注
（
１
）
「
府
同
促
協
史
」
二
五
一
一
一
頁

（
２
）
『
第
六
回
府
連
大
会
討
議
資
料
」
二
頁

（
３
）
『
府
同
促
協
史
」
二
六
六
頁
’
二
七
○
頁

（
４
）
同
右
二
七
一
頁

（
５
）
同
右
八
八
頁

（
６
）
同
右
四
一
八
頁

（
７
）
同
右
四
一
九
頁
’
四
二
六
頁

〔
４
〕
運
動
の
発
展
に
と
も
な
う
矛
盾
’
第
三
期

⑩
国
策
樹
立
の
請
願

一
九
六
一
年
三
月
、
部
落
解
放
同
盟
第
一
六
四
全
国
大
会
で
は
全

国
氏
的
な
請
願
運
動
を
展
開
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
六
月
に
は
「
部

落
解
放
国
策
樹
立
請
願
運
動
の
方
針
」
を
決
め
、
九
月
か
ら
一
○
月

に
か
け
て
請
願
大
行
進
が
日
本
を
縦
断
し
た
。
大
阪
府
連
か
ら
は
こ

の
行
進
隊
に
上
田
卓
三
（
現
府
連
委
員
長
）
な
ど
七
名
を
派
遣
す
る

と
と
も
に
、
九
月
一
一
八
日
か
ら
三
日
間
西
日
本
隊
を
迎
え
て
各
地
で

決
起
集
会
、
部
落
集
会
を
も
っ
た
。

こ
れ
に
先
だ
ち
、
八
月
二
四
日
に
は
大
阪
府
請
願
委
員
会
が
結
成

（
７
）
 

政
の
内
容
等
に
つ
い
て
）
に
》
っ
と
い
。
」

「
住
宅
建
設
の
殆
ど
が
住
宅
地
区
改
良
法
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て

い
る
…
…
…
部
落
の
実
状
を
無
視
し
た
現
行
の
改
良
法
で
は
早
晩
全

（
８
）
 

体
と
し
て
多
ｂ
行
き
づ
ま
る
。
」

「
部
落
の
封
建
的
な
旧
い
秩
序
と
矛
盾
を
起
し
、
部
落
内
で
分
裂

が
お
こ
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
現
象
を
与
え
、
融
和
主
義
思
想
を
表
面

（
９
）
 

に
一
浮
び
上
が
ら
せ
て
当
こ
た
。
」

生
業
資
金
の
二
部
幹
部
に
よ
る
非
民
主
的
運
営
の
た
め
、
利
用

者
の
中
に
混
乱
が
生
じ
対
外
的
に
も
批
判
さ
れ
る
事
態
が
あ
り
ま
し

（
、
）

た
。
」も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
否
定
的
な
現
象
は
解
放
運
動
の
発
展
と
同

和
事
業
へ
の
関
心
の
高
ま
り
か
ら
出
て
き
た
矛
盾
で
あ
り
、
住
宅
の

入
居
や
生
業
資
金
の
借
入
な
ど
同
和
事
業
が
個
々
人
の
利
害
に
つ
な

が
る
要
求
へ
と
深
化
し
て
き
た
こ
と
の
反
映
で
も
あ
っ
た
。

府
同
促
協
と
府
連
は
、
生
業
資
金
の
枠
を
五
万
円
か
ら
一
○
万
円

に
拡
大
さ
せ
た
り
、
住
宅
建
設
も
一
一
寝
室
か
ら
三
寝
室
へ
と
広
げ
る

（
ｕ
）
 

要
求
を
つ
き
つ
け
て
部
落
の
実
状
に
合
っ
た
同
和
事
業
を
要
求
し
て

い
く
と
と
も
に
、
「
同
和
施
設
（
浴
場
・
診
療
所
・
保
育
所
・
共
同

作
業
場
・
隣
保
館
等
）
の
利
用
者
団
体
を
つ
く
り
、
民
主
的
な
運
営

管
理
の
促
進
・
連
帯
性
の
強
化
・
権
利
の
自
覚
と
生
活
向
上
の
意
欲

（
、
）

増
進
を
図
ろ
」
と
の
方
向
で
問
題
の
解
決
を
は
か
ろ
う
↑
こ
し
た
。

ま
た
、
府
下
市
町
村
で
は
こ
の
時
期
、
同
和
事
業
の
拡
大
に
と
も

さ
れ
、
府
同
促
協
も
そ
の
一
員
と
し
て
参
加
す
る
。
九
月
一
二
日
に

は
大
阪
市
請
願
委
員
会
が
結
成
さ
れ
、
対
大
阪
府
・
市
交
渉
を
展
開

し
て
い
っ
た
。

こ
の
間
、
大
阪
府
下
各
地
で
も
請
願
委
員
会
の
結
成
が
あ
い
つ

ぎ
、
大
衆
的
な
盛
り
上
が
り
を
つ
く
り
出
し
て
い
く
。
七
月
七
日
に
豊

中
市
岡
町
で
部
落
集
会
が
開
か
れ
た
の
を
か
わ
き
り
に
、
府
同
促
協

の
議
案
書
で
確
認
で
き
る
だ
け
で
も
一
四
市
町
村
・
二
四
地
区
で
部

（
１
）
 

落
集
会
・
茎
碩
願
委
員
会
が
組
織
さ
れ
た
。
ま
た
府
下
関
係
部
落
の
七

（
２
）
 

○
％
が
請
願
書
を
市
町
村
に
提
出
し
た
と
い
わ
れ
る
か
雲
ら
、
そ
の
数

は
四
○
数
地
区
に
の
ぼ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
成
果
を

ふ
ま
え
、
’
九
六
一
一
年
二
月
に
府
連
が
ひ
ら
い
た
「
部
落
解
放
行
政
要

（
マ
マ
）

（
３
）
 

求
完
徹
部
落
民
大
会
」
に
は
二
一
一
支
部
・
’
五
○
○
人
が
結
集
し
た
。

’
九
六
○
年
の
こ
ろ
安
保
改
定
阻
止
大
阪
統
一
行
動
に
参
加
し
た
の

（
４
）
 

が
一
五
支
部
・
六
○
○
人
で
←
の
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
間
の

組
織
的
力
量
の
拡
が
り
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

請
願
運
動
を
通
じ
て
従
来
の
環
境
改
善
中
心
の
要
求
が
生
活
的
要

求
に
も
関
心
が
広
が
っ
た
り
、
大
阪
府
の
同
和
予
算
も
大
幅
に
拡
大

し
た
。
ま
た
大
阪
府
連
の
闘
い
も
、
’
九
六
○
年
の
西
都
差
別
事
件

以
降
は
府
下
に
も
ひ
ろ
が
り
、
和
泉
、
蛇
草
、
光
明
町
、
沢
良
宜
、

松
原
、
富
田
林
、
樫
井
な
ど
で
支
部
が
組
織
さ
れ
て
い
く
。

②
民
主
的
管
理
・
運
営
の
強
調

こ
の
請
願
運
動
は
以
上
の
よ
う
な
多
く
の
成
果
を
あ
げ
た
が
、
同
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な
っ
て
「
部
落
の
要
求
は
不
当
な
も
の
の
よ
う
な
錯
覚
に
落
ち
入
り

…
…
…
議
会
関
係
者
が
部
落
だ
け
に
事
業
を
や
る
な
と
い
う
差
別
的

（
週
）

な
行
動
」
が
あ
声
わ
わ
に
な
っ
て
く
る
。

こ
の
た
め
、
大
阪
府
と
し
て
の
同
和
行
政
の
あ
り
方
を
示
し
、
今

後
の
総
合
的
な
施
策
を
審
議
す
る
場
と
し
て
「
大
阪
府
同
和
対
策
審

議
会
」
が
一
九
六
四
年
二
月
に
発
足
し
、
府
は
「
大
阪
府
下
の
同
和

問
題
解
決
の
た
め
、
府
と
し
て
如
何
な
る
施
策
を
と
る
べ
き
か
」
を

諮
問
し
た
。

府
審
議
会
に
は
府
同
促
協
か
ら
も
委
員
を
お
く
り
、
そ
の
後
の
大

阪
府
の
同
和
事
業
の
推
進
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

剛
同
促
協
へ
の
批
判

こ
の
時
期
、
解
放
運
動
と
同
促
協
の
あ
り
か
た
が
あ
ら
た
め
て
議

論
と
な
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
、
府
同
促
協
よ
り
も
、
大
阪
市
同
促

協
に
お
い
て
典
型
的
に
展
開
さ
れ
る
。

府
同
促
協
が
地
区
代
表
と
関
係
市
町
村
代
表
の
両
者
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
る
組
織
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
市
同
促
協
は
そ
の
創
立
当
初

か
ら
地
区
代
表
だ
け
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
府
同
促

協
以
上
に
解
放
同
盟
と
の
区
別
が
明
確
で
は
な
く
、
議
論
が
お
こ
っ

て
き
た
の
で
あ
る
。

い
ま
、
そ
の
機
関
紙
『
そ
く
し
ん
』
か
ら
ひ
ろ
っ
て
み
よ
う
。

一
九
六
三
年
九
月
に
白
浜
で
催
さ
れ
た
市
同
促
協
の
幹
部
研
修
会

で
は
同
和
行
政
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
、
市
同
促
協
は
い
か
に
あ
る

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
認
識
の
限
界
は
解
放
運
動
そ
の
も
の
の
弱

さ
の
反
映
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
解
放
同
盟
の
組
織
が
弱
く
府
下
の

地
区
の
過
半
数
を
も
組
織
し
え
て
い
な
い
状
況
の
下
で
は
、
ど
ち
ら

か
と
い
え
ば
行
政
を
徹
底
的
に
つ
き
あ
げ
て
そ
の
要
求
を
実
現
す
る

こ
と
に
力
点
を
置
か
ざ
る
を
え
な
い
し
、
こ
の
こ
と
に
関
心
が
集
ま

る
の
も
当
然
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
「
こ
う
し
た
原
則
を
実
践
の

場
で
も
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
に
は
、
部
落
解
放
同
盟
み
ず
か
ら
が
す

べ
て
の
部
落
大
衆
を
ま
き
こ
ん
だ
組
織
と
な
り
、
運
動
を
つ
く
り
あ

げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
で
は
、
こ
の
『
府
同
促
協
方
式
』

が
実
際
に
実
を
結
ぶ
の
は
同
対
審
答
申
跡
刊
て
以
降
の
府
連
の
運
動

の
発
展
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。

と
同
時
に
、
答
申
以
降
の
大
阪
の
解
放
運
動
が
そ
の
急
速
な
発
展

に
と
も
な
っ
て
、
全
体
と
し
て
は
融
和
主
義
を
克
服
し
、
そ
の
質
・

量
と
も
に
飛
躍
的
に
発
展
し
え
た
鍵
は
、
’
九
五
一
年
以
降
の
府
同

促
協
の
実
践
と
同
和
事
業
・
施
設
の
民
主
的
管
理
・
運
営
と
い
う
伝

統
が
あ
り
、
大
阪
の
同
和
事
業
は
府
同
促
協
と
協
議
し
て
執
行
す
る

と
い
う
認
識
は
ま
だ
ま
だ
弱
い
。

ろ
。
し
か
し
当
時
は
ま
だ
、
解
放
運
動
は
行
政
に
要
求
し
突
き
上
げ

る
だ
け
で
よ
く
、
そ
の
実
施
・
執
行
に
関
与
す
る
こ
と
は
自
ら
の
手

を
「
汚
す
」
と
い
う
発
想
が
色
濃
く
残
っ
て
い
た
。
施
設
・
事
業
の

民
主
的
運
営
・
管
理
の
中
で
こ
そ
正
し
い
自
覚
と
権
利
意
識
が
訓
練

さ
れ
、
そ
れ
を
保
障
す
る
形
態
が
大
阪
に
お
い
て
は
同
促
協
で
あ
る

三
』
二
●
灯
一

工．一一、‐転ぶ坐『命（（、一一』‐▼ロも１二‐｜］②．〃③；ｕＣ‐ケ『■心。。｜』｜Ｃｌ慨Ｏ山口叩』。◇Ａ１‐７
。
二

■｜ 
;|Ｉ 

べ
き
か
、
な
ど
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
る
が
、
こ
の
中
で
は
と
く
に

（
狸
）

若
手
の
活
動
家
か
蕾
ｂ
同
促
協
批
判
が
強
く
出
さ
れ
て
い
た
。

正
同
促
協
は
大
衆
の
要
求
を
全
部
と
り
あ
げ
て
い
な
い
。

要
求
の
性
格
が
違
う
の
に
、
地
区
を
一
つ
に
ま
と
め
よ
う
と
い
う

の
は
無
理
だ
。
ト
ー
フ
屋
と
植
木
屋
の
要
求
は
一
緒
に
な
ら
な
い
。

同
促
協
は
行
政
の
請
負
い
を
し
て
い
る
。

同
促
協
は
運
動
に
協
力
せ
ず
、
か
え
っ
て
要
求
を
お
さ
え
て
い

る
。こ
う
し
た
批
判
に
た
い
し
て
、
当
時
の
市
同
促
協
の
松
田
事
務
局

長
は
、
予
算
の
実
施
も
事
業
の
正
し
い
利
用
も
地
区
が
一
つ
に
ま
と

ま
っ
て
い
て
こ
そ
部
落
の
完
全
解
放
と
い
う
目
的
に
そ
え
る
こ
と
、

大
衆
の
要
求
闘
争
を
指
導
す
る
の
は
解
放
同
盟
で
あ
り
、
同
促
協
で

同
和
予
算
の
増
額
が
出
来
ろ
と
考
え
る
の
は
間
違
っ
て
い
る
こ
と
、

同
促
協
は
大
衆
の
要
求
闘
争
を
組
織
す
る
の
で
は
な
く
、
部
落
解
放

の
正
し
い
行
政
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
指
導
す
る
の
が
任
務
で
あ
る
こ

と
、
同
和
事
業
を
執
行
す
る
主
体
は
あ
く
ま
で
行
政
で
あ
る
が
、
そ

れ
を
無
駄
の
な
い
よ
う
に
民
主
的
に
執
行
す
る
た
め
の
協
議
機
関
と

し
て
同
促
協
が
あ
る
こ
と
、
地
区
の
様
々
な
要
求
は
そ
の
要
求
別
に

組
織
し
て
地
区
の
統
一
を
守
る
べ
き
こ
と
、
な
ど
を
今
後
の
指
針
と

し
て
示
し
た
。

こ
れ
ら
の
指
針
は
、
今
日
で
は
〃
同
和
事
業
の
民
主
的
管
理
〃
の

原
則
と
し
て
す
で
に
明
ら
か
と
な
り
実
践
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

と
い
う
原
則
が
確
立
し
て
い
た
こ
と
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
こ

の
こ
と
の
た
め
に
拡
大
し
た
同
和
事
業
を
融
和
主
義
的
傾
向
の
醸
成

に
浪
費
す
る
こ
と
な
く
、
正
し
い
路
線
の
上
に
の
っ
た
解
放
運
動
と

同
和
事
業
の
発
展
の
た
め
に
有
効
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら

で
あ
る
。

注
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２
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３
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５
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７
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「
府
同
促
協
第
十
一
回
定
例
総
会
報
告
並
に
議
案
書
」
一
一
四
頁

「
府
同
促
協
史
』
三
○
○
頁

「
解
放
新
聞
」
第
一
一
一
一
○
号
（
’
九
六
一
一
年
二
月
一
五
日
）

「
解
放
新
聞
」
第
一
六
五
号
（
’
九
六
○
年
六
月
一
五
日
）

「
府
同
促
協
史
」
三
○
｜
頁

同
右
二
九
七
頁

同
右
三
○
一
頁

同
右
三
○
二
頁

同
右
三
○
九
頁

同
右
三
一
一
頁

同
右
一
一
一
一
三
頁

同
右
三
○
｜
頁

已
二

両
右
一
一
一
○
八
頁
。
高
槻
市
会
議
長
差
別
事
件
、
吹
田
市
会

議
員
差
別
事
件
、
古
川
丈
吉
代
議
士
差
別
事
件
伝
ず
れ
も
一

九
六
一
一
一
年
）
な
ど
が
あ
る
。

「
そ
く
し
ん
」
第
四
二
号
（
’
九
六
一
一
一
年
一
○
月
二
一
日
）

『
府
同
促
協
史
」
一
一
一
一
三
頁
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〔
５
〕
運
動
の
発
展
の
テ
コ
に
’
第
四
期

⑩
同
和
会
へ
の
窓
口
拒
否

部
落
解
放
同
盟
は
一
九
六
五
年
八
月
に
同
対
審
答
申
を
か
ち
と
っ

た
あ
と
、
そ
の
完
全
実
施
を
要
求
し
て
全
国
で
行
政
闘
争
を
展
開
し

て
い
く
。
そ
し
て
こ
の
有
利
な
社
会
性
を
も
っ
た
闘
い
を
通
し
て
、

大
阪
府
下
の
各
支
部
も
こ
の
時
期
に
数
多
く
組
織
さ
れ
て
い
く
。
六

五
年
に
組
織
さ
れ
た
支
部
だ
け
で
も
鳴
滝
、
安
中
、
加
島
、
浅
香
、

高
槻
富
田
な
ど
が
あ
る
。

大
阪
に
お
け
る
答
申
以
降
の
解
放
運
動
の
発
展
は
、
こ
の
答
申
完

全
実
施
の
方
針
を
正
面
に
す
え
て
強
力
な
行
政
闘
争
を
展
開
し
た
こ

と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
そ
れ
ま
で
に
す
で
に
一
九
五
一
年
以

来
、
府
同
促
協
・
市
同
促
協
と
い
う
協
議
機
関
に
よ
っ
て
同
和
行
政
の

民
主
化
を
は
か
り
、
融
和
行
政
へ
の
転
落
に
歯
止
め
を
か
け
て
き
た

伝
統
が
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
ふ
れ
た
。
そ
れ
故
に
部
落
内
の
統
一

を
守
り
、
解
放
同
盟
の
路
線
の
正
し
さ
を
示
し
、
支
部
建
設
を
急
速

に
す
す
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

第
二
○
回
全
国
大
会
に
お
い
て
答
申
評
価
を
め
ぐ
っ
て
大
き
な
議

論
と
な
っ
た
の
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、
大
阪
府
連
に
お
け
る
そ

の
前
後
の
事
情
は
『
部
落
は
闘
っ
て
い
る
』
（
三
一
書
一
房
・
’
九
七
四

（
１
）
 

年
）
に
わ
か
り
や
す
く
書
か
れ
て
い
ろ
。

こ
の
当
時
、
よ
う
や
く
大
阪
に
お
い
て
も
同
和
会
が
結
成
さ
れ

管
理
指
導
」
「
医
療
連
運
営
費
」
「
浴
場
連
運
営
費
」
「
保
育
連
運
営

費
」
の
そ
れ
ぞ
れ
特
別
会
計
が
設
け
ら
れ
ろ
。
こ
れ
ら
の
多
く
は
す

で
に
施
設
の
民
主
的
運
営
促
進
の
事
業
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
が
、

い
ず
れ
も
独
立
し
た
会
計
と
し
て
発
展
し
、
事
業
の
拡
大
と
充
実
を

は
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
事
業
別
・
施
設
別
組
織
化
の
進
展
の
反

映
で
も
あ
っ
た
。
す
で
に
答
申
以
降
の
こ
の
段
階
に
な
る
と
、
解
放

運
動
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
の
下
で
各
種
の
事
業
別
》
施
設
別
の
組
織
化

が
す
す
み
、
府
同
促
協
が
こ
れ
を
援
助
・
助
成
す
る
と
い
う
形
を
と

っ
て
く
る
。
そ
う
し
た
中
に
、
大
阪
府
同
和
地
区
企
業
連
合
会
二

九
六
七
年
一
一
月
）
、
大
阪
部
落
解
放
研
究
所
（
六
八
年
八
月
）
、
大

阪
同
和
保
育
連
絡
協
議
会
（
六
九
年
三
月
）
、
大
阪
府
同
和
地
区
医

療
施
設
連
絡
協
議
会
（
同
六
月
）
、
大
阪
府
同
和
金
融
公
社
（
同
一

○
月
）
な
ど
の
結
成
・
創
立
が
あ
り
、
府
同
促
協
は
こ
う
し
た
一
連

の
事
業
の
円
滑
な
促
進
・
助
成
を
行
い
、
部
落
解
放
の
多
様
な
要
求

の
実
現
を
は
か
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

②
府
同
促
協
の
位
置
づ
け

こ
う
し
た
実
践
を
へ
て
、
府
同
促
協
の
任
務
と
性
格
に
つ
い
て
も

一
応
の
議
論
の
結
着
を
み
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
一
九
六
七
年
の
第

一
六
回
定
例
総
会
で
は
、
府
同
促
協
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
規
定
し

て
い
る
。

「
同
促
協
は
部
落
大
衆
を
組
織
し
、
完
全
解
放
を
闘
い
と
ろ
う
と

（
２
）
 

（
一
九
六
六
年
八
月
）
、
大
阪
府
議
会
に
二
も
請
願
書
を
提
出
し
た
。
そ

こ
に
は
同
和
会
を
正
式
に
認
め
よ
、
予
算
を
計
上
し
て
団
体
運
動
資

金
を
支
給
さ
よ
、
な
ど
の
要
求
が
も
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
大
阪
府
は
過
去
一
五
年
の
歴
史
と
伝
統
か
ら
同
和
会
を

窓
口
と
す
る
こ
と
を
認
め
ず
、
府
同
促
協
を
唯
一
の
窓
口
と
す
る
原

則
を
、
保
守
府
政
・
左
藤
知
事
の
も
と
で
も
貫
か
せ
た
。
同
年
一
一

月
に
も
た
れ
た
府
民
生
部
と
の
交
渉
で
は
、
①
同
和
会
と
は
今
後
話

し
合
う
必
要
は
な
い
と
考
え
て
お
り
会
わ
な
い
よ
う
に
す
る
、
②
同

和
会
か
ら
府
会
に
出
さ
れ
て
い
る
請
願
書
は
大
阪
府
と
し
て
受
け
入

れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
内
容
で
あ
る
、
な
ど
の
回
答
を
得
た
の
で
あ

（
３
）
 

テ
Ｃ
Ｏ答
申
完
全
実
施
を
求
め
る
闘
い
の
結
果
、
大
阪
府
の
同
和
予
算
も

急
速
に
増
大
す
る
。
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
府
同
促
協
の
事
業
も
拡

大
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
が
そ
の
会
計
で
あ

（
４
）
 

》
Ｃ
Ｏ府
同
促
協
の
会
計
は
一
九
五
七
年
以
来
、
一
般
会
計
の
ほ
か
に

「
自
動
車
講
習
会
」
「
同
和
会
館
」
の
二
つ
の
特
別
会
計
を
も
っ
て

運
営
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
六
三
年
か
ら
は
こ
れ
に
「
就
職
対
策
事
業
」

特
別
会
計
が
、
六
五
年
か
ら
は
「
実
態
調
査
事
業
」
特
別
会
計
が
そ

れ
ぞ
れ
加
わ
っ
て
い
る
。

答
申
以
来
の
六
六
年
度
か
ら
は
ま
ず
「
更
生
資
金
指
導
」
「
中
小

企
業
融
資
促
進
」
特
別
会
計
が
設
け
ら
れ
、
六
八
年
度
に
は
「
住
宅

す
る
運
動
団
体
で
は
な
い
。
又
、
個
々
の
要
求
者
を
結
集
し
た
大
衆

組
織
で
も
な
い
。
同
促
協
は
い
か
に
行
政
の
行
う
同
和
事
業
を
正
し

く
促
進
さ
せ
、
部
落
解
放
に
役
立
て
る
か
、
の
任
務
に
か
か
わ
る
脇

（
５
）
 

議
団
体
で
あ
る
。
」

翌
年
の
第
一
七
回
総
会
で
も
協
議
団
体
で
あ
る
と
い
う
規
定
が
踏

襲
さ
れ
、
さ
ら
に
「
同
和
事
業
の
実
施
に
あ
た
っ
て
大
切
な
こ
と
は

予
算
の
意
義
づ
け
と
正
し
い
権
利
自
覚
を
よ
び
お
こ
す
方
向
で
行
う

（
６
）
 

こ
と
で
あ
る
」
と
つ
け
く
わ
え
た
。

ま
た
第
一
八
回
総
会
で
は
、
「
１
、
せ
っ
か
く
の
予
算
を
も
て
あ

ま
し
、
消
化
不
良
を
起
し
て
は
い
な
い
か
。
２
、
あ
る
い
は
消
化
に

追
わ
れ
る
あ
ま
り
、
無
駄
使
い
を
し
て
は
い
な
い
か
。
３
、
大
衆
に

予
算
の
意
義
づ
け
を
行
う
事
が
た
ち
お
く
れ
て
幹
部
請
負
や
惰
民
養

成
に
な
っ
て
は
い
な
い
か
。
」
の
三
点
を
あ
げ
て
、
同
和
事
業
が
正

し
く
部
落
解
放
に
役
立
っ
て
い
る
か
、
ま
た
府
同
促
協
の
事
業
は
正

（
７
）
 

し
く
取
組
ま
れ
て
い
る
か
を
常
に
点
検
す
べ
き
だ
と
提
起
し
た
。

さ
ら
に
一
九
七
○
年
の
第
一
九
回
定
例
総
会
で
は
、
事
務
局
長
制

を
し
い
て
拡
大
す
る
任
務
に
こ
た
え
て
い
く
と
と
も
に
、
府
同
促
協

の
独
自
の
任
務
と
活
動
の
強
化
を
は
か
る
た
め
に
、
次
の
よ
う
に
提

（
８
）
 

起
し
た
。「
府
同
促
協
の
独
自
の
任
務
と
活
動
の
強
化

府
同
促
協
は
、
部
落
問
題
の
解
決
は
行
政
の
責
任
と
し
て
実
施
さ

れ
る
所
の
同
和
事
業
に
か
か
わ
る
組
織
と
し
て
生
ま
れ
た
。
そ
し
て

□』］七
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部
落
と
市
町
村
自
治
体
と
が
一
体
と
な
っ
て
府
・
国
へ
の
働
き
か
け

を
行
い
、
積
極
的
に
同
和
事
業
を
促
進
さ
せ
る
独
自
の
任
務
を
も
つ

も
の
と
し
て
組
織
さ
れ
た
。
従
っ
て
府
同
促
協
は
、
部
落
大
衆
を
結

集
し
完
全
解
放
の
闘
い
と
ろ
う
と
す
る
運
動
団
体
で
も
な
く
、
ま
た

個
々
の
要
求
者
を
結
集
し
た
大
衆
組
織
（
要
求
組
合
）
で
も
な
い
。

府
同
促
協
は
、
府
の
同
和
事
業
を
正
し
く
部
落
解
放
の
目
的
に
そ
っ

て
執
行
さ
せ
る
た
め
に
存
在
す
る
。
そ
れ
は
い
く
ら
事
業
が
な
さ
れ

て
も
、
部
落
解
放
に
反
す
る
結
果
に
な
っ
て
は
な
ん
の
意
味
も
な
い

し
、
戦
前
の
対
策
事
業
が
融
和
主
義
と
し
て
機
能
し
た
事
に
対
す
る

深
刻
な
批
判
と
反
省
の
上
に
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
府

同
促
協
は
、
毎
年
く
ま
れ
る
府
の
同
和
対
策
予
算
と
事
業
に
か
か
わ

っ
て
活
動
し
、
部
落
の
環
境
改
善
、
生
活
に
ね
ざ
す
諸
要
求
の
実

現
、
産
業
労
働
、
及
び
教
育
対
策
全
般
に
わ
た
る
同
和
事
業
の
促
進

に
全
力
を
傾
注
す
る
。
又
、
予
算
の
意
義
づ
け
と
正
し
い
権
利
自
覚

を
も
た
ら
す
指
導
と
教
宣
活
動
を
重
視
す
る
の
で
あ
る
。

い
よ
い
よ
今
年
か
ら
部
落
解
放
の
総
合
計
画
が
具
体
的
に
は
じ
ま

る
。
各
地
区
毎
に
作
成
さ
れ
る
計
画
を
本
当
に
地
区
住
民
の
要
求
と

部
落
解
放
に
合
致
し
た
も
の
に
す
る
た
め
の
活
動
を
当
面
の
中
心
に

し
な
が
ら
、
府
同
促
協
の
任
務
と
存
在
意
義
を
明
確
に
し
て
活
動
を

強
化
し
て
い
き
た
く
思
う
。
」

③
運
動
に
お
け
る
対
立
の
反
映

こ
の
間
、
民
生
部
を
窓
口
と
し
て
い
た
大
阪
府
の
同
和
行
政
は
一

実
、
ま
た
府
同
促
協
お
よ
び
同
和
事
業
の
正
し
い
原
則
に
対
す
る
非

（
⑫
）
 

難
・
中
傷
は
一
九
六
九
年
以
降
に
始
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
明

ら
か
に
し
お
く
こ
と
も
無
益
で
は
あ
る
ま
い
。

ま
た
、
中
西
の
府
同
促
協
、
大
阪
の
解
放
運
動
に
対
す
る
な
り
ふ

り
か
ま
わ
ぬ
非
誇
と
中
傷
に
よ
れ
ば
、
左
藤
自
民
党
府
政
は
「
大
阪

府
連
の
常
任
執
行
委
員
、
勤
務
員
の
す
べ
て
が
、
府
同
促
協
の
職
員

で
も
あ
る
と
い
う
状
態
を
利
用
し
て
、
」
解
放
運
動
そ
の
も
の
を
反

共
と
融
和
主
義
の
方
向
に
変
質
さ
せ
て
い
き
、
「
そ
れ
は
、
ま
ず
、

（
⑬
）
 

市
同
促
協
か
｝
中
心
に
あ
ら
わ
れ
て
き
」
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

だ
が
そ
の
府
同
促
協
・
市
同
促
協
の
事
務
局
員
・
理
事
の
な
か
に

は
ほ
か
な
ら
ぬ
中
西
義
雄
を
は
じ
め
と
し
て
米
沢
正
雄
、
山
田
政

信
、
福
井
由
数
、
城
前
久
、
西
郡
喜
一
な
ど
、
日
本
共
産
党
員
や
現

在
の
「
全
解
連
」
の
幹
部
が
い
た
の
で
あ
る
。
も
し
本
当
に
府
同
促

協
・
市
同
促
協
が
大
阪
の
解
放
運
動
に
否
定
的
な
影
響
を
与
え
た
と

い
う
の
で
あ
れ
ば
、
一
片
の
自
己
批
判
が
ま
ず
あ
っ
て
し
か
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
（
そ
れ
を
し
よ
う
と
し
な
い
の
は
、
自
ら
の
経
歴
に
傷

を
つ
け
た
く
な
い
か
ら
ば
か
り
で
は
な
く
、
本
心
か
ら
そ
う
思
っ
て

い
る
の
で
は
な
く
、
御
都
合
主
義
で
あ
た
り
か
ま
わ
ず
非
誇
・
中
傷

を
な
げ
か
け
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
）

中
西
は
府
連
幹
部
の
個
人
攻
撃
も
行
い
、
松
田
喜
一
、
北
野
実
ら

を
名
ざ
し
て
「
靴
修
理
統
制
組
合
の
ボ
ス
で
あ
っ
た
」
と
ま
で
言
っ

（
ｕ
）
 

て
い
る
。
と
こ
ろ
で
そ
の
北
野
は
、
今
日
「
国
民
融
合
一
と
め
ざ
す
部

九
六
六
年
一
二
月
に
同
和
対
策
室
の
設
置
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
総
合

的
な
施
策
と
し
て
取
組
ま
れ
る
体
制
が
で
き
た
。
ま
た
一
九
六
九
年

一
○
月
に
は
、
大
阪
府
同
和
対
策
審
議
会
が
よ
う
や
く
「
答
申
」
を

ま
と
め
府
知
事
に
手
渡
し
た
。
こ
の
府
の
答
申
は
、
同
和
行
政
の
目

標
、
一
般
対
策
と
の
関
連
な
ど
に
つ
い
て
国
の
答
申
以
上
に
明
確
な

姿
勢
を
示
し
て
お
り
、
全
国
的
に
み
て
も
今
日
な
お
き
わ
め
て
水
準

（
９
）
 

の
一
局
い
も
の
と
一
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
当
時
の
府
同
促
協
の
役
員
名
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
答
申

の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
論
争
が
お
こ
り
府
連
大
会
で
も
議
論
に
な
っ
た

後
も
、
し
ば
ら
く
は
府
同
促
協
の
理
事
と
し
て
、
「
正
常
化
連
」
（
今

（
、
）

曰
で
は
「
全
解
連
」
）
に
そ
の
後
は
し
る
人
々
も
名
を
連
ね
て
い
ろ
。

た
と
え
ば
向
野
の
西
郡
喜
一
、
矢
田
の
山
田
政
信
な
ど
は
一
九
六

六
年
の
第
一
五
回
定
例
総
会
で
理
事
に
選
ば
れ
て
お
り
、
当
時
府
連

の
委
員
長
で
現
在
「
全
解
連
」
大
阪
府
連
の
委
員
長
で
あ
る
岸
上
繁

雄
は
六
四
年
の
第
一
三
回
定
例
総
会
か
ら
六
八
年
の
第
一
七
回
定
例

総
会
ま
で
三
回
に
わ
た
っ
て
副
会
長
に
選
出
さ
れ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
「
窓
口
一
本
化
」
反
対
は
御
都
合
主
義
的
な
主
張
で
あ

り
、
か
つ
て
日
本
共
産
党
宮
本
一
派
も
こ
の
同
和
事
業
の
原
則
の
正

し
さ
を
と
も
に
主
張
し
て
い
た
こ
と
は
、
藤
本
正
弘
、
東
上
高
志
ら

（
、
）

の
圭
輌
文
の
紹
介
に
よ
っ
て
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
し
て
、
か
つ
て
は
と
も
に
府
同
促
協
の
理
事
・
協
議
員
と
し
て

同
和
事
業
の
正
し
い
促
進
の
た
め
に
努
力
し
て
き
た
歴
史
的
な
事

落
問
題
大
阪
府
会
議
」
の
代
表
委
員
を
さ
れ
て
い
る
の
は
周
知
の
事

（
巧
）

実
で
←
の
り
、
松
田
に
関
し
て
は
「
大
衆
の
信
望
を
担
」
い
、
「
部
落

住
民
の
生
活
に
即
し
た
幾
多
の
要
求
闘
争
を
指
導
し
た
」
と
い
う
木

（
超
）

村
一
足
太
郎
の
評
価
を
紹
介
す
れ
ば
、
と
り
あ
え
ず
は
十
分
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。

注
（
１
）
「
運
命
の
決
断
」
’
六
七
頁
’
’
八
四
頁

（
２
）
「
府
同
促
協
史
』
四
七
五
頁

（
３
）
「
解
放
新
聞
」
大
阪
版
第
一
二
号
（
’
九
六
六
年
一
一
一
月
一
九

日
）

（
４
）
「
府
同
促
協
史
」
四
三
○
頁
’
四
三
九
頁

（
５
）
同
右
一
一
一
二
四
頁

（
６
）
同
右
三
一
一
七
頁

（
７
）
同
右
一
一
一
三
○
頁

（
８
）
同
右
三
一
一
一
四
頁

（
９
）
同
右
一
七
一
頁
’
’
七
三
頁

（
、
）
同
右
一
一
一
八
○
頁
’
三
八
一
頁

（
ｕ
）
「
現
代
の
部
落
解
放
運
動
」
（
部
落
解
放
同
盟
大
阪
府
連
合
会

編
、
部
落
解
放
研
究
所
刊
）
二
一
一
頁
’
’
’
’
八
頁

（
、
）
た
と
え
ば
松
島
治
重
「
部
落
解
放
同
盟
大
阪
府
連
幹
部
の
反
人

民
的
反
共
活
動
に
つ
い
て
」
（
「
前
衛
』
一
九
六
九
年
一
○
月
号
、

「
部
落
解
放
運
動
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
問
題
」
所
収
、
四
四
頁
）

（
画
）
中
西
義
雄
「
部
落
解
放
運
動
の
歴
史
と
理
論
」
’
四
四
頁

（
辺
）
同
右
一
三
一
一
一
頁

ｒ
｜
ザ

『
五

Ｊ
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〔
６
〕
同
和
行
政
の
原
則
を
守
る
’
第
五
期

⑪
き
め
こ
ま
か
な
同
和
事
業
の
実
施

特
別
措
置
法
の
即
時
具
体
化
要
求
と
部
落
解
放
の
総
合
計
画
の
実

現
と
い
う
課
題
の
な
か
で
、
府
同
促
協
の
任
務
が
い
よ
い
よ
拡
大

し
、
重
要
に
な
っ
て
い
く
の
が
こ
の
時
期
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
解
放
運
動
の
な
か
で
組
織
化
が
す
す
む
大
阪
府
隣

保
館
連
絡
協
議
会
二
九
七
一
年
五
月
）
、
部
落
出
身
大
学
生
大
阪

友
の
会
（
同
年
二
月
）
、
部
落
解
放
消
費
生
活
協
同
組
合
研
究
協

議
会
（
七
三
年
四
月
）
、
部
落
解
放
子
ど
も
会
大
阪
連
絡
協
議
会
（
七

四
年
九
月
）
な
ど
、
部
落
解
放
を
め
ざ
す
諸
団
体
へ
の
助
成
が
強
化
さ

れ
て
い
く
。
ま
た
一
九
七
二
年
か
ら
は
『
あ
い
つ
ぐ
差
別
事
件
』
を

配
布
す
る
な
ど
の
社
会
同
和
教
育
資
料
を
作
成
す
る
。

ま
た
、
キ
メ
細
か
い
同
和
事
業
を
行
う
た
め
に
、
身
障
者
の
実
態

調
査
や
労
働
実
態
調
査
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
大
阪
府
下
の
同
和

予
算
の
分
析
や
、
各
種
同
和
減
免
措
置
の
再
検
討
な
ど
も
進
め
た
。

②
二
つ
の
同
和
行
政
攻
撃

し
か
し
、
こ
の
時
期
に
府
同
促
協
に
と
っ
て
も
、
ま
た
大
阪
の
解

放
運
動
に
と
っ
て
も
無
視
し
え
な
い
運
動
へ
の
敵
対
が
生
じ
た
。
日

本
共
産
党
差
別
者
集
団
宮
本
一
派
に
よ
る
差
別
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
あ

の
統
一
と
団
結
を
守
る
た
め
に
、
同
和
事
業
を
真
に
部
落
解
放
に
役

立
た
せ
る
た
め
に
対
行
政
と
の
関
係
に
お
い
て
確
立
さ
れ
て
来
た
も

の
で
あ
る
。
…
…
…

…
…
…
同
和
行
政
は
単
に
要
求
を
み
た
す
だ
け
が
、
事
業
の
実
現

の
み
が
目
的
で
は
な
い
。
正
し
い
権
利
自
覚
に
立
た
せ
、
部
落
解
放

へ
の
自
覚
を
よ
び
起
す
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
こ
の
点
、

同
和
行
政
は
、
単
な
る
福
祉
行
政
と
は
ち
が
う
。
…
…
…

…
…
…
窓
口
｜
本
化
方
式
は
決
し
て
地
方
自
治
法
第
一
○
条
の
精

神
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
同
和
事
業
の
特
異
性
と
そ
の
行
政
目

的
の
性
格
に
て
ら
し
て
住
民
に
ひ
と
し
く
役
務
の
提
供
を
受
け
る
権

利
を
保
障
す
る
最
も
効
果
あ
る
方
法
で
あ
る
。
問
題
は
ど
こ
へ
一
本

化
す
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
へ
到
達
す
る
。
我
々
は
、
解
放
同
盟
に
と

主
張
し
た
が
、
行
政
と
の
関
係
に
お
い
て
同
促
協
を
通
じ
て
と
い
う

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
と
議
論
も
あ
り
動
揺
も
あ
っ

た
が
、
二
○
数
年
風
雪
に
耐
え
て
、
｜
切
の
同
和
事
業
を
同
促
協
を

通
じ
て
実
施
す
る
と
い
う
窓
□
一
本
化
の
原
則
は
確
立
さ
れ
た
の
で

（
３
）
 

あ
る
。
」

ま
た
、
府
同
促
協
第
二
五
回
定
例
総
会
（
一
九
七
六
年
）
は
、
次

の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

「
今
日
幾
多
の
迂
余
曲
折
を
経
な
が
ら
大
阪
に
お
け
る
同
和
事
業

の
水
準
を
大
き
く
高
め
、
同
促
協
方
式
を
確
立
し
て
き
た
。
今
日
こ

の
『
府
同
促
協
を
通
じ
て
同
和
事
業
を
執
行
す
る
』
と
い
う
方
式
を

（
巧
）
「
大
阪
民
主
新
報
』
’
九
七
六
年
九
月
二
五
日

（
巧
）
木
村
京
太
郎
「
水
平
社
運
動
の
思
い
出
」
（
下
）
一
一
三
○
頁

ろ
。そ
の
主
な
手
段
は
、
第
一
に
は
部
落
解
放
同
盟
の
社
会
的
な
孤
立

化
を
ね
ら
っ
た
〃
暴
力
集
団
〃
呼
ば
わ
り
の
差
別
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で

あ
り
（
そ
の
頂
点
は
一
九
六
九
年
の
矢
田
教
育
差
別
事
件
、
一
九
七

四
年
の
八
鹿
高
校
差
別
事
件
で
あ
っ
た
）
、
第
二
に
は
永
年
の
闘
い

の
成
果
で
あ
る
同
和
行
政
に
犬
い
す
ろ
中
傷
・
批
判
で
あ
っ
た
。

ま
た
同
和
行
政
に
た
い
す
ろ
非
誇
は
、
同
和
事
業
の
原
則
に
か
か

わ
る
い
わ
ゆ
る
〃
窓
□
｜
本
化
〃
反
対
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
と
、
〃
同

和
と
り
す
ぎ
論
〃
〃
逆
差
別
〃
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
あ
る
。

す
で
に
一
九
七
一
年
、
吹
田
市
に
お
い
て
〃
窓
口
一
本
〃
の
原
則

に
た
い
す
ろ
破
壊
策
動
が
始
ま
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
が
一
九
七
四
年

か
ら
七
六
年
に
か
け
て
の
羽
曳
野
市
の
住
宅
入
居
を
め
ぐ
る
問
題
に

（
１
）
 

お
い
て
最
も
露
骨
に
あ
ら
わ
れ
た
。

ま
た
〃
逆
差
別
〃
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
、
府
下
各
地
で
選
挙
の
た
び

に
票
あ
つ
め
の
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
た
が
、
一
九
七
五
年
に
は
松

（
２
）
 

原
市
に
お
け
る
同
和
予
算
の
大
幅
削
減
と
な
っ
て
強
行
さ
れ
た
。

’
九
七
二
年
の
大
阪
府
連
第
二
○
回
大
会
は
、
い
わ
ゆ
る
「
窓
□

一
本
化
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。

「
…
…
…
窓
口
一
本
化
は
、
闘
う
も
の
の
論
理
で
あ
り
、
規
律
で

あ
り
、
部
落
の
統
一
と
団
結
の
根
本
で
あ
る
。
…
…
…
戦
後
、
同
促

協
を
通
じ
て
一
切
の
同
和
事
業
を
行
う
と
い
う
原
則
が
つ
く
ら
れ
た

の
は
、
こ
う
し
た
闘
い
の
教
訓
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
部
落

否
定
、
部
落
を
分
裂
さ
せ
、
兄
弟
同
志
の
血
で
血
を
争
わ
せ
よ
と
す

る
策
動
の
あ
る
中
で
、
当
協
議
会
の
役
割
は
ま
す
ま
す
重
要
と
な
っ

（
４
）
 

て
き
た
。
」

注
（
１
）
吹
田
闘
争
に
つ
い
て
は
『
部
落
解
放
」
第
一
七
号
（
「
特
集
・
吹

田
革
新
市
長
と
同
和
行
政
」
’
九
七
一
年
八
月
）
。
羽
曳
野
闘
争

に
関
し
て
は
「
大
阪
・
羽
曳
野
市
長
の
〃
独
善
“
融
和
行
政
と

の
闘
い
」
（
「
部
落
解
放
」
第
五
三
号
・
’
九
七
四
年
四
月
）
、

「
分
裂
的
入
居
策
動
粉
砕
の
た
た
か
い
」
ｓ
部
落
解
放
」
第
六
五

号
二
九
七
五
年
二
月
）
、
大
阪
府
連
編
「
現
代
の
部
落
解
放

運
動
」
な
ど
参
照
の
こ
と
。

（
２
）
日
共
に
よ
る
同
和
行
政
に
た
い
す
る
差
別
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
全
般

に
つ
い
て
は
「
部
落
解
放
』
第
一
一
一
五
号
．
一
九
七
二
年
一
二
月
、

第
一
一
一
六
号
・
’
九
七
三
年
一
月
（
特
集
・
現
代
差
別
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
⑩
②
）
、
岡
島
喬
「
部
落
解
放
行
政
の
原
則
と
〃
共
産
党
“

の
よ
こ
し
ま
な
目
的
」
（
「
部
落
解
放
」
第
七
○
号
・
’
九
七
五

年
五
月
）
、
大
西
和
雄
「
部
落
解
放
予
算
を
削
減
す
る
者
」
（
「
部

落
解
放
」
第
七
一
号
二
九
五
一
年
六
月
）
、
佐
和
慶
太
郎
「
同

和
行
財
政
と
共
産
党
」
（
「
部
落
解
放
」
第
七
四
号
・
’
九
七
五
年

九
月
）
、
「
部
落
解
放
総
合
計
画
前
期
五
カ
年
に
お
け
る
行
財
政

の
状
況
」
（
「
部
落
解
放
研
究
」
第
七
号
・
’
九
七
六
年
五
月
）

な
ど
参
照
の
こ
と
。

（
３
）
「
第
二
○
回
大
会
決
定
集
」
五
八
頁
’
五
九
頁

（
４
）
「
府
同
促
協
史
」
三
七
一
一
一
頁

Ｉ 
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府
同
促
協
の
創
立
そ
の
も
の
が
大
阪
に
お
け
る
解
放
運
動
を
活
発

に
し
て
い
っ
た
こ
と
、
府
同
促
協
の
と
り
く
ん
だ
各
請
顧
運
動
・
実

態
調
査
の
実
施
が
そ
の
後
の
大
阪
府
連
の
組
織
化
の
下
地
と
な
っ
た

こ
と
な
ど
は
、
府
同
促
協
の
事
業
が
解
放
運
動
を
推
進
し
て
い
っ
た

よ
き
実
例
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
こ
う
し
た
府
同
促
協
の
任
務
は
、
解
放
運
動
の
発
展
と
と

も
に
自
然
に
方
針
化
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
大
阪
に
お
け
る
解
放

運
動
の
発
展
と
そ
こ
か
ら
提
起
さ
れ
る
府
同
促
協
の
任
務
と
の
矛
盾

は
、
必
ず
府
同
促
協
の
内
部
に
お
け
る
真
剣
な
討
論
に
よ
っ
て
克
服

さ
れ
て
き
た
。
一
九
五
七
年
の
第
六
回
総
会
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ

う
に
、
ま
た
一
九
六
七
年
の
第
一
六
回
総
会
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う

に
、
部
落
の
完
全
解
放
を
願
い
、
部
落
解
放
運
動
の
発
展
を
求
め
る

傭
熱
が
、
事
態
を
前
進
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
今
日
に
お
い
て

各
地
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
功
利
主
義
の
助
長
、
組
織
内
民
主
主
義
の

破
壊
と
い
う
問
題
は
、
解
放
運
動
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
あ
ら
わ
れ

て
き
た
矛
盾
で
あ
る
。
〃
産
湯
と
い
っ
し
ょ
に
赤
子
を
流
す
〃
の
た

と
え
の
よ
う
に
内
部
告
発
や
切
り
捨
て
に
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
今

後
の
運
動
の
発
展
に
ふ
さ
わ
し
い
問
題
の
解
決
の
方
向
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
こ
そ
必
要
で
あ
ろ
う
。

府
同
促
協
は
、
試
行
錯
誤
を
く
り
か
え
し
な
が
ら
も
、
こ
の
困
難

な
問
題
と
取
り
組
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。

府
同
促
協
は
今
日
、
創
立
以
来
二
五
年
の
歴
史
と
伝
統
の
重
み
を

ま
と
め
に
か
え
て
’
二
つ
の
視
点

以
上
、
府
同
促
協
の
二
五
年
に
わ
た
る
歩
み
を
、
主
に
大
阪
の
部

落
解
放
運
動
の
発
展
と
の
か
か
わ
り
に
し
ぼ
っ
て
概
括
し
て
き
た
。

最
後
に
、
府
同
促
協
と
解
放
運
動
と
の
関
係
を
二
つ
の
視
点
か
ら
整

理
し
て
〃
ま
と
め
〃
に
か
え
た
い
。

第
一
は
、
府
同
促
協
の
任
務
・
課
題
は
、
そ
の
時
々
の
部
落
解
放

運
動
の
具
体
的
な
力
量
・
条
件
か
ら
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
逆
で
は
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

解
放
委
員
会
が
い
ま
だ
大
衆
的
な
基
盤
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
時

代
に
は
解
放
運
動
の
一
分
野
で
あ
る
行
政
闘
争
を
に
な
い
、
解
放
運

動
が
大
阪
市
内
を
中
心
に
大
衆
運
動
と
し
て
発
展
し
て
い
く
と
施
設

別
・
事
業
別
の
組
織
化
を
す
す
め
、
ま
た
府
下
に
も
府
連
組
織
が
拡

大
し
て
い
く
反
面
で
融
和
主
義
的
な
危
険
が
語
ら
れ
は
じ
め
る
と
民

主
的
管
理
・
運
営
を
強
調
し
、
「
答
申
」
が
出
さ
れ
て
同
和
事
業
が

拡
大
し
て
い
っ
た
時
に
は
運
動
の
成
果
を
守
り
発
展
さ
せ
る
た
め
に

事
業
別
・
施
設
別
組
織
を
援
助
・
助
成
し
て
い
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
府
同
促
協
の
事
業
が
解
放
運
動
の
発
展
を
う
な
が

し
、
促
進
し
て
い
っ
た
事
実
を
否
定
し
な
い
し
、
ま
た
そ
の
こ
と
の

大
き
な
意
義
を
否
定
す
る
も
の
で
も
な
い
。
府
同
促
震
の
創
立
に
よ

っ
て
府
連
が
よ
う
や
く
常
任
の
活
動
家
を
有
し
府
連
大
会
を
ひ
ら
く

こ
と
が
で
き
た
こ
と
、
府
同
促
協
の
実
績
と
歴
史
の
う
え
に
た
っ
て

も
っ
て
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
運
動
団
体
と
は
別
個
に
協
議
機

関
を
つ
く
り
、
同
和
事
業
の
民
主
的
運
営
・
管
理
を
行
う
と
い
う
方

式
は
全
国
で
も
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
事
実
、
解
放
同
盟

滋
賀
県
連
で
も
、
財
団
法
人
解
放
県
民
セ
ン
タ
ー
と
い
う
組
織
を
通

（
１
）
 

じ
て
民
主
的
管
理
を
実
施
し
て
い
る
。

各
都
府
県
連
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
と
条
件
が
あ
り
、
｜
慨
に
こ

の
「
府
同
促
協
方
式
」
を
と
る
こ
と
が
正
し
い
と
か
、
こ
れ
が
い
つ

で
も
最
良
の
方
策
で
あ
る
と
か
言
い
き
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

し
か
し
、
本
年
三
月
の
第
一
一
一
一
一
回
全
国
大
会
で
も
指
摘
さ
れ
た
よ

う
に
、
解
放
運
動
と
同
和
事
業
の
関
係
を
整
理
し
、
同
和
事
業
を
一

層
発
展
さ
せ
、
そ
の
事
業
を
さ
ら
に
解
放
運
動
の
力
に
か
え
す
た
め

に
も
、
大
阪
に
お
け
る
府
同
促
協
の
経
験
は
あ
る
方
向
を
示
唆
し
て

い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

自
民
党
府
政
の
も
と
で
も
同
和
会
に
窓
□
を
ひ
ら
か
せ
ず
解
放
運
動

の
統
一
を
守
っ
た
こ
と
な
ど
は
、
そ
の
事
例
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
そ
の
府
同
促
協
が
解
放
運
動
に
与
え
う
る
影
響
力
の
範
囲

は
た
え
ず
具
体
的
な
そ
の
時
々
の
歴
史
的
条
件
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ

て
い
た
。
府
同
促
協
が
大
衆
団
体
で
あ
る
同
盟
組
織
に
と
っ
て
か
わ

る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
同
促
協
の
性
格
に
つ
い
て
理
論
的
に
整
理

し
て
運
動
と
の
関
係
を
明
確
に
し
え
た
の
は
解
放
運
動
の
影
響
力
が

ほ
ぼ
府
下
全
域
に
お
よ
ん
だ
「
答
申
」
以
降
で
あ
っ
た
こ
と
は
こ
れ

を
証
明
し
て
い
る
。
府
同
促
協
を
創
立
し
た
た
め
に
大
阪
の
解
放
運

動
に
全
国
と
は
異
質
な
融
和
的
な
傾
向
が
も
ち
こ
ま
れ
た
と
か
、
府

同
促
協
が
そ
の
創
立
当
初
か
ら
融
和
主
義
的
で
あ
っ
た
と
す
る
総
括

は
一
見
戦
闘
的
に
み
え
ろ
。
だ
が
、
府
同
促
協
を
肝
心
の
大
阪
の
解

放
運
動
と
切
り
は
な
し
、
府
同
促
協
に
大
阪
の
解
放
運
動
の
〃
弱
さ

〃
な
る
も
の
の
一
切
の
責
任
を
お
し
つ
け
、
解
放
運
動
の
発
展
・
矛

盾
の
克
服
の
過
程
を
そ
の
内
部
の
運
動
と
し
て
で
は
な
く
て
他
の
組

織
か
ら
の
影
響
力
の
有
無
・
そ
の
度
合
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
す

る
試
み
は
大
阪
の
部
落
解
放
運
動
を
正
し
く
総
括
す
る
も
の
と
い
え

ず
、
逆
に
セ
ク
ト
主
義
を
ふ
り
ま
く
結
果
と
し
か
な
ら
な
い
。

第
二
は
、
府
同
促
協
が
部
落
解
放
運
動
の
時
々
の
課
題
を
正
し
く

反
映
し
て
そ
の
課
題
に
取
組
ん
だ
時
、
は
じ
め
て
解
放
運
動
を
推
進

す
る
の
で
あ
り
、
解
放
運
動
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
自
然
に
府
同
促

協
の
課
題
が
方
針
化
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
で
あ
る
。

注
（
１
）
「
資
料
・
い
わ
ゆ
る
「
窓
口
｜
本
化
」
公
判
録
・
山
中
証
言
に

つ
い
て
」
（
「
部
落
解
放
研
究
」
第
九
号
・
’
九
七
七
年
二
月
）

（
付
記
）
府
同
促
協
の
歩
み
に
つ
い
て
、
ま
た
大
阪
の
解
放
運
動
、
同
和

事
業
に
つ
い
て
関
心
を
も
た
れ
る
方
は
、
ぜ
ひ
と
も
こ
の
「
府
同
促

協
史
」
を
一
読
ね
が
い
た
い
。
ま
た
寺
本
知
（
府
同
促
協
会
長
）
、

盛
田
嘉
穂
（
大
阪
教
育
大
学
教
授
）
の
両
氏
か
ら
ご
教
示
い
た
だ
い

た
。
お
礼
を
申
し
あ
げ
る
。




